
小中連携教育 小・中学校段階の教員が互いに情報交換や交流を行うことを通じて、小学校教育から中
学校教育への円滑な接続を目指す様々な教育

小中一貫教育
小中連携教育のうち、小・中学校段階の教員が目指す子供像を共有し、
９年間を通じた教育課程を編成し、系統的な教育を目指す教育

①義務教育学校

⇒一人の校長、
一つの教職員組織

小中一貫型小学校・中学校

・組織上独立した小学校及び中学校が一貫した教育を施す形態
⇒それぞれの学校に校長、教職員組織

②併設型小学校・中学校
（同一の設置者）

③連携型小学校・中学校
（異なる設置者）

※①②③いずれも施設の形態は問わない。

校長（１人）

校長

A中学校

校長B小学校 校長C小学校

修業年限：９年
（前期課程６年＋後期課程３年）

・新たな学校種（一つの学校）

校長

校長

D組合立E中学校

F組合立G小学校

※一貫教育にふさわしい運営体制の整
備が要件

※併設型小・中学校を参考に適切な運
営体制を整備すること

例・総合調整を担う校長を定める
・学校運営協議会の合同設置
・校長等を併任

小中連携教育、小中一貫教育、小中一貫教育制度の関係

義務教育学校

小中一貫型小学校・中学校

中学校併設型小学校
小学校併設型中学校

中学校連携型小学校
小学校連携型中学校

設置者 ― 同一の設置者 異なる設置者

修業年限
９年

（前期課程６年＋後期課程３年）
小学校６年、中学校３年

組織・運営

一人の校長、一つの教職員組織 それぞれの学校に校長、教職員組織

小学校と中学校における教育を一貫して施すために
ふさわしい運営の仕組みを整えることが要件
例)  ① 関係校を一体的にマネジメントする組織を設け、学校

間の総合調整を担う校長を定め、 必要な権限を教育委
員会から委任する

② 学校運営協議会を関係校に合同で設置し、 一体的な
教育課程の編成に関する基本的な方針を承認する手続
を明確にする

③ 一体的なマネジメントを可能とする観点から、小学校と
中学校の管理職を含め全教職員を併任させる

中学校併設型小学校と小学校併設型中学校
を参考に、適切な運営体制を整備すること

免許
原則小学校・中学校の両免許状を併有
※ 当分の間は小学校免許状で前期課程、中学

校免許状で後期課程の指導が可能

所属する学校の免許状を保有していること

教育課程
・９年間の教育目標の設定
・９年間の系統性・体系性に配慮がなされている教育課程の編成

教
育
課
程
の

特
例

一貫教育に
必要な独自
教科の設定

○ ○ ○

指導内容の
入替え・移行 ○ ○ ×

施設形態 施設一体型 ・ 施設隣接型 ・ 施設分離型

設置基準
前期課程は小学校設置基準、

後期課程は中学校設置基準を準用
小学校には小学校設置基準、中学校には中学校設置基準を適用

標準規模 18学級以上27学級以下 小学校、中学校それぞれ12学級以上18学級以下

通学距離 おおむね６km以内 小学校はおおむね４km以内、中学校はおおむね６km以内

設置手続き 市町村の条例 市町村教育委員会の規則等

小中一貫教育に関する制度の類型



義務教育学校の状況と小中一貫教育を行う学校数 

 

○ 義務教育学校の状況（R1.5.1 現在） 

 

・ 学校数 ９４校（国立３校、公立９１校） 

 

・ 児童生徒数 ４０，７４７人 

 

・ 教員数 

（本務者） ３，５２０人 
出典：令和元年度学校基本調査 

 
 
〇 令和元年度小中一貫教育を行う学校数（施設形態別） 
（小学校） 

 施設一体型 施設隣接型 施設分離型 その他 計 

国立     １ ― ― ―   １ 

公立 ８５ ２５ ４０７ ２ ５１９ 

私立 ８ ― ― ― ８ 

計 ９４ ２５ ４０７ ２ ５２８ 
 
（中学校） 

 施設一体型 施設隣接型 施設分離型 その他 計 

国立     １ ― ― ―   １ 

公立 ８４ ２５ １９５ １ ３０５ 

私立 ８ ― ― ― ８ 

計 ９３ ２５ １９５ １ ３１４ 
 
「施設一体型」：小中一貫教育を実施する学校について、校舎の全部が一体的に設置されているもの

（複数の校舎が渡り廊下等でつながっているものを含む。） 

「施設隣接型」：小中一貫教育を実施する学校について、同一の敷地または隣接する敷地に、複数の校

舎が隣接して設置されているもの 

「施設分離型」：小中一貫教育を実施する学校について、隣接していない異なる敷地に、複数の校舎が

分離して設置されているもの（ともに小中一貫教育を実施する同一学校種の校舎が分

離して設置されている場合を含む。） 

「その他」：上記３類型に当てはまらないもの 

出典：令和元年度学校基本調査 



「小中一貫した教育課程の編成・実施に関する手引」について

内容
● 小中一貫教育についての基本的事項

→ 小中一貫教育が求められる背景・理由、小中一貫教育制度、小中一貫教
育の基本的な導入手順とＰＤＣＡの推進について解説

● 小中一貫教育の教育課程の編成・実施に関する様々な工夫

→ 指導の一貫性の確保、学年段階の区切りの柔軟な設定、小学校高学年に

おける教科担任制、相互乗り入れ授業、多様な異学年交流の設定、特別支
援教育の充実、その他主な課題に対する対応、小中一貫教育の実施・改善
のための体制整備について紹介

● コラム
・コミュニティ・スクールと小中一貫教育

・不登校と「勉強が分からない」の関係 など

平成28年4月の制度化を契機として、より質の高い取組を推進する観点
から、小中一貫教育の核となる教育課程や指導計画の作成・実施を中心
に据え、全国各地の多様な工夫の例や留意事項を記載しています。

文部科学省ウェブサイトにて掲載中

→https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/af
ieldfile/2019/08/29/1369749_1.pdf

特にご活用いただきたい方
● 小中一貫教育の新規導入を希望する自治体・学校

● 将来的な一貫教育の導入検討も念頭に置きつつ、当面
小中連携の高度化を図る自治体・学校

● 小中一貫教育を導入しているものの本格的な取組に至っ
ていない又は取組推進上の課題を抱えている自治体・学校

小中一貫 で検索！



小中一貫した教育課程の編成・実施に関する事例集

◆本事例集は，平成３０年１月より文部科学省ウェブサイトにて掲載しています

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/ikkan/1357575.htm

● 事例① 教科等の系統性・連続性を踏まえた学習指導 【系統図や指導計画の作成・活用】

● 事例② 教育課程の特例の活用 【小中一貫教科等の設定】

● 事例③ 教科等を横断した学習指導に関する工夫 【授業における指導】

● 事例④ 教科等を横断した学習指導に関する工夫 【学習方略・学習スキルに関する指導】

● 事例⑤ 教科等を横断した学習指導に関する工夫 【個別指導や家庭学習に関する指導】

● 事例⑥ 学年段階の区切りの柔軟な設定 【保幼小連携で小中一貫教育の基盤を強化する】

● 事例⑦ 小学校高学年における教科担任制，乗り入れ指導～小学校高学年における教科担任制

● 事例⑧ 小学校高学年における教科担任制，乗り入れ指導～相互乗り入れ指導

● 事例⑨ 多様な異学年交流の設定 【教科等における共同学習】

● 事例⑩ 特別支援教育の充実 【学習環境への継続的な配慮】

● 事例⑪ 人間関係や相互の評価を固定化させない工夫 【固定化を回避する工夫】

～事例の内容～

［京都市］東山泉小中学校

［千葉県］市川市立塩浜学園（義務教育学校）

［大阪府］高槻市立第四中学校区ゆめみらい学園

［鳥取県］伯耆町立岸本中学校区

［広島県］呉市立川尻中学校区

［鳥取県］福部未来学園（併設型小学校・中学校）

［東京都］品川区立品川学園（義務教育学校）

［神戸市］神戸市立義務教育学校港島学園（義務教育学校）

［広島県］呉中央学園

［奈良県］奈良市富雄第三小中学校

［宮崎県］延岡市立北方学園

※本サイトには，平成２８年１２月に公表した「小中一貫した教育課程の編成・実施に関する手引」も掲載されています。

現在，全国において様々な小中一貫教育が展開されていることから，その一層の充実が図られるよう，全国各地の特色ある学

校の取組の概要や工夫を盛り込んだ事例集を作成しました。

「小中一貫した教育課程の編成・実施に関する手引」に基づき，各事例２ページにわたり「学校・市町村概要」「導入経緯」「小

中一貫教育の取組概要」「取組の工夫」「これまでの成果と課題，今後の取組」を記載しています。



◆ 平成24年7月、滋賀県大津市の自殺事案について、報道がある

◆ 平成25年2月、教育再生実行会議第1次提言
→「社会総がかりでいじめに対峙していくための基本的な理念や体制を整備する
法律の制定が必要」

→ ６月28日公布、９月28日施行

◆ いじめの防止等のための基本的な方針の策定（10月11日）
→ 同日、各都道府県教育委員会等へ通知を発出し周知。

◆ 平成29年3月、いじめの防止等のための基本的な方針の改定
重大事態の調査に関するガイドラインの策定

※いじめ防止対策推進法の施行３年後の見直し規定を踏まえた対応

○ いじめ防止対策推進法（平成25年法律第71号）
附 則

（検討）
第２条 いじめの防止等のための対策については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、必要があ
ると認められるときは、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

２ （略）

「いじめ防止対策推進法」の成立（平成25年６月21日）

いじめ対策のこれまでの経緯



～平成１７年度 自分より弱い者に対して一方的に、身体的・心理的な攻撃を継続的に加
え、相手が深刻な苦痛を感じているもの

平成１８年度～ 当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を
受けたことにより、精神的な苦痛を感じているもの

発生場所は学校内外を問わず、個々の行為が『いじめ』に当たるか
否かの判断はいじめられた児童生徒の立場に立って行う。
具体的ないじめの種類に「パソコン・携帯電話での中傷」「悪口」
などを追加。「発生件数」から「認知件数」に変更。

いじめ防止対策
推進法（平成25年）

の定義

児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍して
いる等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が
行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネッ
トを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対
象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの

【いじめの防止等のための基本的な方針より】
○「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた児童生徒の立場に立つことが必要
○いじめの認知は、特定の教職員のみによることなく、「学校におけるいじめの防止等の対策のための組織」を活用して行う

いじめの定義

※平成29年３月の基本方針改定

○ 旧基本方針では「けんか」がいじめの定義から除かれるため、けんかに係る記述を改正（「けんかを除く」という記述を削除）
けんかやふざけ合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため、背景にある事情の調査を行い、児童生徒の
感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを判断するものとする。

× 「自分より弱い者」
× 「一方的に」
× 「継続的に」
× 「深刻な」



いじめの認知の状況

（国公私立）

認知した学校

認知していない学校

０件/年間

１８．１件/年間
文部科学省 平成30年度 「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」より

６，７６５校
１８．２％

３０，０４９校
８０．８％

いじめ「認知力」の学校間格差
（小・中・高・特別支援学校）



いじめの１,０００人当たり認知件数（平成30年度）

文部科学省としては、いじめの認知件数が多い学校について、

「いじめを初期段階のものも含めて積極的に認知し、その解消に向け
た取組のスタートラインに立っている」と極めて肯定的に評価する。

（児童生徒課長通知）

いじめを認知していない学校にあっては、・・・解消に向けた対策が何
らとられることなく放置されたいじめが多数潜在する場合もあると懸念
している。

（児童生徒課長通知）

学校において認知したいじめの件数

文部科学省 平成30年度 「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」



いじめの発見

② 指導・支援体制を組む

●「いじめ対策組織」で指導・支援
体制を組む

（校長のリーダーシップの下、生徒指導担
当、学年主任、養護教諭、学級担任などの
教職員、スクールカウンセラー、弁護士、
警察ＯＢなどが参画）

① 情報を集め組織的に共有する

●教職員､児童生徒､保護者､地
域、
その他から「いじめ対策組織」に
情報（アンケート結果を含む）を集約
※いじめを発見した場合は、その場でその行為を
止めさせる。

子供への指導・支援を行う

●いじめられた児童生徒にとって信頼できる人（親しい友人や教員、家族、

地域の方々等）と一緒に寄り添い支える体制をつくり、いじめから救
い出し、徹底的に守り通す

●いじめた児童生徒には、いじめは人格を傷つける行為であるこ
とを理解させ、自らの行為の責任を自覚させるとともに、不満や
ストレスがあってもいじめに向かわせない力を育む（ひどいいじ
めをした場合は警察に通報し、補導・逮捕・保護処分により更生
させる）

●いじめを見ていた児童生徒に対しても、自分の問題として捉え
させるとともに、いじめを止めることはできなくても、誰かに知ら
せる勇気を持つよう伝える

③-Ａ

保護者と連携する

●つながりのある教職員を中心に、即日、関係児童生徒（加害、
被害とも）の家庭訪問等を行い、事実関係を伝えるとともに、今
後の学校との連携方法について話し合う

③-Ｂ

● 学級担任等が抱え込まず、「いじめ対策組織」で迅速かつ的確に対応

● 日常的な児童生徒の観察、定期的な面談・アンケートにより早期発見に努力

組織的ないじめ対応の流れ



いじめ防止対策の推進に関する調査の結果に基づく勧告（概要）
勧告日：平成30年3月16日(金)
勧告先：文部科学省、法務省

背景等

学校・教育委員会・関係機関に対する実地調査結果
２ いじめの正確な認知の推進

● 学校において、法のいじめの定義を限定して解釈
① いじめの認知の判断基準について、定義とは別の「継続

性、
集団性」等の要素により、限定して解釈する例あり（24%）

② 実際の事案でも定義とは別の要素を判断基準とすることに
よりいじめとして認知しなかった例（認知漏れと考えられる
例）あり（12%）

（文部科学省）
法のいじめの定義を

限定解釈しないことに
ついて周知徹底

４ 関係行政機関によるいじめ相談への適切な措置の推進

● 法務局において、「学校に相談したがいじめが改善しない」
との相談に、「再度、学校に相談」するよう促すのみで、当該
事案を解決する上で効果的な措置とはいえない例あり（2%）

（法務省）
いじめ相談事案を解

決する上で効果的な措
置の徹底

３ 重大事態の発生報告など法等に基づく措置の徹底

● 教育委員会等において、法や国の基本方針等に基づく措置が
徹底されていない例あり（地方公共団体の長への重大事態の発
生報告（2%）、調査結果の報告（1%）等）

（文部科学省）
法等に基づく措置を

確実・適切に講ずるこ
とについて周知徹底

１ 分析結果

調査報告書は、学校等の対応の課題等
を明らかにした有用な共有財産
今回、重大事態66事案から、学校等の

対応の課題を整理・分析（注）

（注） 分析結果は重大事態の全体像を示すものではない

● いじめの認知等に係る課題（56％）
・ いじめの定義を限定解釈

・ この程度は悪ふざけやじゃれあいで問題なく、
本人が「大丈夫」と言えばいじめではない 等

● 学校内の情報共有に係る課題（61％）
・ 担任が他の教員等と情報共有せず 等

● 組織的対応に係る課題（64％）
・ 担任に全てを任せ、学校として組織的対応

せず 等

● 重大事態発生後の対応に係る課題（35%）
・ 教育委員会から首長への法に基づく発生報告が

遅延 等

主な勧告

● いじめの社会問題化を踏まえ、平成25年9月に「いじめ防止対策推進法」（以下「法」と
いう。）が施行。法でいじめを定義（注）するとともに、国、地方公共団体及び学校は、いじめ
の防止等のための基本方針を策定

● 文部科学省は、法施行３年後の見直しとして、29年3月に基本方針を改定

● 28年度のいじめの認知件数は約32万3,000件で過去最多。児童生徒数当たりの認知件数には、
都道府県間で約19倍の差あり。いじめを背景とした自殺等の重大事態は後を絶たず
（注） 法のいじめの定義は、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の

児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象
となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」とされている。

＜調査対象機関＞ 文部科学省、国家公安委員会（警察庁）、総務省、法務省、厚生労働省、21都道府県、21都道府県教育委員会、
20都道府県公安委員会（都道府県警察）、41市町村、50市町村教育委員会、249学校（99公立小学校、99公立中学校、51公立高等学校 等

＜実地調査期間＞ 平成28年12月～29年3月

自殺等の重大事態に関する
「調査報告書」の分析結果

（参考）いじめの発見から対処に際して工夫している取組

● いじめ対応の各段階、ネットいじめ、重大事態への対処等の工夫している取組を整理

（注）文部科学省の資料に基づき当省が作成した



総務省「いじめ防止対策の推進に関する調査結果に基づく勧告」
を踏まえた文部科学省の対応について ①

（１）いじめの正確な認知の推進
教育委員会及び学校に対し、いじめの正確な認知に向けた取組を更に促すとともに、いじめ防止対策推進法の

いじめの定義を限定的に解釈しないよう、周知徹底する必要がある。

（２）重大事態の発生報告など法等に基づく措置の徹底
教育委員会及び学校に対し、重大事態の発生報告などいじめ防止対策推進法等に基づく措置を確実・適切に

講ずるよう、周知徹底する必要がある。

１ 文部科学省への勧告内容

（１）生徒指導担当者向けの会議等において、勧告内容を周知徹底

（２）全国の教育委員会等に対し、勧告を踏まえた通知を発出
⇒ 平成３０年３月２６日、「いじめ防止対策の推進に関する調査結果に基づく勧告を踏まえた対応について（通知）」を
発出。

２ 勧告を踏まえた対応方針

○ 総務省の勧告を踏まえ、いじめ防止対策を推進する上での留意事項（以下の（１）～（３））を整理し、全国の教育
委員会等に対して、周知徹底を求めるもの。

（１） いじめの正確な認知の推進
① いじめの認知件数に学校間で大きな差がある等の場合は、その原因を分析し、いじめの認知に関する消極姿
勢や認知漏れがないかを十分確認すること。

② いじめの認知件数が零（ゼロ）であった場合は、当該事実を児童生徒や保護者向けに公表し、検証を仰ぐこと
で、認知漏れがないか確認すること。

③ いじめの正確な認知に関する教職員間での共通理解を図ること。
④ いじめの認知に当たっては、加害行為の「継続性」「集団性」等の要素により、いじめの定義を限定して解釈し
ないようにすること。

３ 通知の内容



総務省「いじめ防止対策の推進に関する調査結果に基づく勧告」
を踏まえた文部科学省の対応について ②

（２） 重大事態の発生報告など法等に基づく措置の徹底
重大事態については、いじめ防止対策推進法に基づき、学校から教育委員会への発生報告等（※１）を行うことが

義務付けられていることから、これらを確実に講じること。
また、教育委員会から教育委員会会議への発生報告等（※２）については、同法において義務付けられているもの

ではないが、国のいじめ防止基本方針等に基づき適切な対応をとること。

（※１） ①学校から教育委員会への発生報告（法第３０条第１項）、②教育委員会から地方公共団体の長への発生報告（法第３０条第１項）
③教育委員会から地方公共団体の長への調査結果の報告（法第３０条第２項）、
④教育委員会又は学校からいじめを受けた児童生徒及びその保護者への調査結果の情報提供（法第２８条第２項）

（※２） ⑤教育委員会から教育委員会会議への発生報告、⑥調査報告書の作成、⑦教育委員会から教育委員会会議への調査結果の報告等

（３） 教職員、児童生徒及び保護者に対するいじめ防止対策の周知の徹底
域内の学校及び学校の設置者において、以下の事項について確実に対応が行われるよう指導するとともに、

本年５月末時点において全ての学校で取組がなされたか確認すること。なお、確認結果については、必要に応じて
フォローアップすることを予定している。
① いじめの認知に関する考え方をまとめた教職員向け資料を、全ての教職員に配布するなどにより、いじめの
正確な認知に関する教職員間での共通理解を図ること。
② 入学式・始業式や保護者会等の機会を捉えて、児童生徒及び保護者に対し、いじめに関する資料を配布する
などにより、法の趣旨・内容やいじめの定義等を確実に周知すること。

３ 通知の内容（前頁の続き）



いじめ対策に係る事例集（概要）

 平成28年度、文部科学省の有識者会議である「いじめ防止対策協議会」において、いじめ防止対策推進
法の施行状況が検証され、平成28年11月2日、「いじめ防止対策推進法の施行状況に関する議論のとり
まとめ」が提言された。

 「議論のとりまとめ」に掲げられた一部の現状・課題については、事例集を作成・周知することによ
り、学校現場の取組に資することとされた。

⇒ いじめ防止対策協議会における議論を踏まえ、平成30年９月、「いじめ対策に係る事例集」を作成。

 学校や教育委員会等における実際の事例の中から、いじめの防止、早期発見及び対処等の点で、特に優
れている事例や、学校現場において教訓となる事例を掲載した（37項目・47事例）。

 事例ごとに文部科学省のコメントを付記し、事例の着眼点を示した。

１ 背景

１ いじめの定義・認知
●明らかに法のいじめに該当するので、いじめとして扱うべきもの等の具体例

Case01 加害・被害の関係性に気づきづらい事案
Case02 「大丈夫」と答えたので苦痛を受けていると判断しなかった事案
Case03 双方向の行為がある事案
Case04-05 グループ内のトラブル
Case06-07 組織的ないじめの認知
Case08 いじめとして認知はするが、「いじめ」という言葉を使わずに指導する対処例

２ 学校のいじめ防止基本方針
Case09 いじめ防止等に効果的な学校基本方針の例
Case10 学校基本方針の策定・見直しのプロセス（ＰＤＣＡサイクルに係る取組）
Case11-12 学校基本方針を児童生徒・保護者に対して適切かつ効果的に周知している事例

３ 学校いじめ対策組織
●学校いじめ対策組織の構成・活動

Case13 学校いじめ対策組織の構成員、活動
Case14 いじめ防止に効果的な特色ある活動が行われている事例
Case15-16 校長の判断により事案の結果が左右された事例

・リーダーシップを発揮し、迅速な対応ができたもの
・誤った判断により、事案が深刻化したもの

Case17 学校いじめ対策組織の存在・活動を児童生徒にアピールする取組
Case18 いじめの校内研修の実践例

●いじめへの組織的対応

Case19 いじめの情報共有
Case20 いじめの情報の抱え込みにより重大な事態に至り、教職員が懲戒処分を受けた事例
Case21 いじめの「ヒヤリ・ハット」事例

４ いじめの未然防止に係る取組
Case22-23 児童生徒が主体となった取組
Case24 学校における道徳教育
Case25 弁護士等による出張授業
Case26 インターネット上のいじめに関する啓発
Case27 学校と保護者（ＰＴＡ）、地域住民、関係機関との連携による未然防止のための取組

５ いじめの早期発見
Case28-29 効果的なアンケート
Case30-31 いじめの通報・相談窓口
Case32 効果的な教育相談のための工夫が行われている事例
Case33 スクールカウンセラーがいじめの相談を受け、解決に導いた事例
Case34-35 スクールソーシャルワーカーが関係機関との連携・調整を行い、解決に導いた事例

６ いじめへの対処
Case36 いじめの被害者を徹底的に守り通す対応
Case37 いじめに係る情報の保護者との共有
Case38 効果的ないじめの調査の手法、効率的かつ的確な対応の記録方法、情報共有の方法
Case39 教育委員会としての対応（指導主事によるサポート、緊急対応チームによる支援等）
Case40 加害者に対する別室指導、教育委員会による出席停止措置
Case41-43 発達上の課題を抱える児童生徒が関わるいじめへの対処
Case44 インターネット上のいじめへの対応

７ いじめの重大事態
Case45 詳細な調査をしないまま「いじめではない」という判断を行った事例
Case46 不十分な初動調査により、その後の事実解明が困難になった事例
Case47 初動で適切にいじめの重大事態として捉え、調査を実施し、被害者の支援を行った事例

２ 特徴

３ 目次

※平成30年9月25日、文部科学省HP上で公表。



新型コロナウイルス感染症に関連し、海外から帰国した児童生徒等、外国人児童
生徒等、感染者、濃厚接触者とその家族、新型コロナウイルス感染症の対策や治療
にあたる医療従事者や社会機能の維持にあたる方とその家族等に対する偏見や差別
につながるような行為は、断じて許されるものではない。
そのため、以下の点に留意しつつ、適切に対応すること。

新型コロナウイルス感染症に関連するいじめ問題について

○ 新型コロナウイルス感染症に関する適切な知識を基に、発達段階に応じた指導を行
うことなどを通じ、偏見や差別が生じないように十分配慮すること。

○ 子供や保護者等が新型コロナウイルス感染症を理由としたいじめや偏見等に悩んだ
場合の相談窓口を適宜活用すること（例えば「２４時間子供ＳＯＳダイヤル」等）。

○ 見えないウイルスへの不安から、特定の対象（※）を嫌悪の対象としてしまうこと
で、差別や偏見が起こることなどを指導すること。
※ ・感染症が広がっている地域に住んでいる人 ・咳をしている人

・マスクをしていない人 ・外国から来た人

○ マスクを入手できない児童生徒等がいじめ等を受けることのないよう、生徒指導上
の配慮等を十分に行うこと。

参考：・各学校等における教育活動の再開へ向けたマスクの準備について（令和2年3月25 日文部科学省初等中等教育局健康
教育・食育課 文部科学省総合教育政策局地域学習推進課 事務連絡）

・新型コロナウイルス感染症の予防～子供たちが正しく理解し、実践できることを目指して～（令和2年4月 文部科学省）
・新型コロナウイルス感染症に対応した小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における教育活動の再開等に
関するＱ＆Ａの送付について（5月13日時点）（5月13日 文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課 事務連絡）



小・中・高等学校における、不登校児童生徒数は、小学校４４，８４１人（１４４人に１人）、中学校
１１９，６８７人（２７人に１人）、高等学校５２，７２３人（６１人に１人）となっており、合計で、２１７，２５１人
（前年度１９３，６７４人）となっている。

（出典）文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」（平成30年度）

小 学 校： 44,841人（144人に１人）
中 学 校： 119,687人（ 27人に１人）
高等学校： 52,723人（ 61人に１人）

平成１６年度から
高等学校も調査
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平成30年度：217,251人（前年度193,674人）

（注） 不登校の定義は、年間３０日以上欠席した児童生徒のうち、病気や経済的な理由を除き、 「何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、児童生徒が登校しない
あるいはしたくともできない状況にある者」

（年度）

不登校の現状



不登校児童生徒に対する支援

○一定の要件を満たす場合の「出席扱い」（H4） ○不登校児童生徒を対象とした学校に係る教育課程の弾力化の導入（H17）（R2現在16校）
○ＩＴを活用した学習機会の拡大（H17） ※都道府県が設置する場合においても教職員給与費の３分の１を国庫負担化（H29）
○スクールソーシャルワーカー活用事業（H20～）【予算関連】 ○スクールカウンセラー等活用事業（H7～）【予算関連】

従来の取組

■児童生徒が安心して教育を受けられる魅力ある学校づくり
学校指導体制の充実等魅力あるより良い学校づくりや、いじめ、暴力行為、体罰等を許さない学校づくり、児童生徒の学習状況等に応じた指導等の実施。

■「児童生徒理解・支援シート」を活用した組織的・計画的な支援
不登校児童生徒や保護者の意思を尊重しつつ、個々の不登校児童生徒に応じた支援計画を策定。必要に応じ、関係機関等と情報共有を行うほか、学校間の

引き継ぎを行うなどして継続した組織的・計画的な支援を推進。

■不登校児童生徒に対する多様で適切な教育機会の確保

■教育相談体制の充実
教員やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、関係機関が連携した教育相談体制の構築を促進する。

今後の重点施策

⇒●スクールカウンセラーの配置拡充
・全公立小中学校配置：27,500校、いじめ・不登校対策のための重点配置：500校

●スクールソーシャルワーカーの配置拡充
・全中学校区配置：10,000中学校区、いじめ・不登校対策のための重点配置：500校、教育支援センターの機能強化：250箇所

・スクールカウンセラー等活用事業
令和２年度予算額 4866百万円

・スクールソーシャルワーカー活用事業
令和２年度予算額 1,806百万円

・ 「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」の成立（平成２８年１２月１４日公布）

・ 同法基本指針の策定（平成２９年３月３１日文部科学大臣決定）

⇒●教育委員会・学校と民間団体との連携による支援の推進
●家庭等への訪問による支援
●不登校児童生徒の実態把握
●学校以外の場で学習等を行う不登校児童生徒への経済的支援

・不登校児童生徒に対する支援推進事業
令和２年度予算額 166百万円

○不登校児童生徒数は６年連続で増加しており、喫緊の課題（平成30年度間の小中学校における不登校児童生徒数：約16万5,000人）
○不登校の要因・背景は様々であり、一層多様化・複雑化
○不登校というだけで問題行動であると受け取られないよう配慮する必要
○不登校児童生徒の社会的自立を目指す必要
○長期に不登校となっている児童生徒の学校以外の場での学習への支援が必要

最近の状況

・ 「不登校に関する調査研究協力者会議」最終報告とりまとめ（平成２８年７月）

・ 「フリースクール等に関する検討会議」報告とりまとめ（平成２９年２月）

⇒生徒指導担当者会議などにおいて、好事例などを周知



不登校児童生徒への支援の在り方について（通知）

【背景】 「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」の施行状況の検討等に際し、過去の不登校施策に関する

通知における不登校児童生徒の指導要録上の出席扱いに係る記述について、法や基本指針の趣旨との関係性について誤解を生じるおそれがあるとの
指摘があったことから、当該記述を含めこれまでの不登校施策に関する通知について改めて整理し、まとめた。

元文科初第 698 号
令和元年10月25日

学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を
受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて

自宅においてＩＣＴ等を活用した学習活動を
行った場合の指導要録上の出欠の取扱いについて

学校外の施設における相談・指導が不登校児童生徒の社会的な自立を目指すもの

であり、かつ、不登校児童生徒が現在において登校を希望しているか否かにかかわらず、

不登校児童生徒が自ら登校を希望した際に、円滑な学校復帰が可能となるような

個別指導等の適切な支援を実施していると評価できる場合、下記の要件を満たせば、

校長は指導要録上出席扱いとすることができる。

【要件等】

★保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること

★民間施設における相談・指導が適切であるかどうかは、「民間施設についての

ガイドライン」を参考に、校長が教育委員会と連携して判断すること

★当該施設に通所又は入所して相談・指導を受けること

★学習成果を評価に反映する場合には、当該施設における学習内容

等が学校の教育課程に照らし適切であると判断できること

義務教育段階の不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行う
とき、その学習活動が、当該児童生徒が現在において登校を希望しているか否かに
かかわらず、自ら登校を希望した際に、円滑な学校復帰が可能となるような学習活動
であり、かつ、児童生徒の自立を助けるうえで有効・適切であると判断する場合、
下記の要件を満たせば、校長は指導要録上出席扱いとすることができる。

【要件等】

★保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること

★ICTや郵送、FAXなどを活用して提供される学習活動であること

★訪問等による対面指導が適切に行われること

★当該児童生徒の学習の理解の程度を踏まえた計画的なプログラムであること

★校長は、対面指導や学習活動の状況等を十分把握すること

★学習成果を評価に反映する場合には、学習内容等がその学校の

教育課程に照らし適切であると判断できること

【概要】
１ 不登校児童生徒への支援に対する基本的な考え方

・不登校児童生徒への支援は、「学校に登校する」という結果のみを目標にするのではなく、児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立する

ことを目指す必要があること

・不登校児童生徒が主体的に社会的自立や学校復帰に向かうよう、不登校のきっかけや継続理由に応じて、適切な支援や働き掛けを行う必要があること

２ 学校等の取組の充実

・不登校児童生徒が生じないような魅力あるよりよい学校づくりを目指すほか、児童生徒の学習状況等に応じた指導・配慮を実施すること

・校長のリーダーシップの下、教員だけでなくスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーとも連携協力し、組織的な支援体制を整えること

・個々の状況に応じて、教育支援センター、不登校特例校、フリースクールなどの民間施設、ICTを活用した学習支援など多様な教育機会を確保すること

３ 教育委員会の取組の充実

・研修などの体系化とプログラムの一層の充実を図り、不登校に関する知識や理解などを身に付けさせ、教員の資質向上を図ること

・教育支援センターの整備充実を進めるとともに、教育支援センターを中核とした不登校児童生徒やその保護者を支援するネットワークを整備すること

・訪問型支援など保護者への支援の充実を図るほか、日頃から民間施設とも積極的に情報交換や連携に努めること



目的 教育基本法及び児童の権利に関する条約等の趣旨にのっとり、不登校児童生徒に対する教育機会の確保、夜間等において授業を行う学校
における就学機会の提供その他の義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等を総合的に推進

基本理念
１ 全児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、学校における環境の確保
２ 不登校児童生徒が行う多様な学習活動の実情を踏まえ、個々の状況に応じた必要な支援
３ 不登校児童生徒が安心して教育を受けられるよう、学校における環境の整備
４ 義務教育の段階の普通教育に相当する教育を十分に受けていない者の意思を尊重しつつ、年齢又は国籍等にかかわりなく、能力に応じた教

育機会を確保するとともに、自立的に生きる基礎を培い、豊かな人生を送ることができるよう、教育水準を維持向上
５ 国、地方公共団体、民間団体等の密接な連携

国の責務、地方公共団体の責務、財政上の措置等について規定

義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律（概要）

Ⅰ．総則（第１条～第６条）

１ 文部科学大臣は、基本指針を定め、公表する
２ 作成又は変更するときは、地方公共団体及び民間団体等の

意見を反映させるための措置を講ずる

Ⅱ．基本指針（第７条）

国及び地方公共団体は、以下の措置を講じ、又は講ずるよう努める
１ 全児童生徒に対する学校における取組への支援に必要な措置
２ 教職員、心理・福祉等の専門家等の関係者間での情報の共有の促進等に

必要な措置
３ 不登校特例校及び教育支援センターの整備並びにそれらにおける教育の

充実等に必要な措置
４ 学校以外の場における不登校児童生徒の学習活動、その心身の状況等の

継続的な把握に必要な措置
５ 学校以外の場での多様で適切な学習活動の重要性に鑑み、個々の休養の

必要性を踏まえ、不登校児童生徒等に対する情報の提供等の支援に必要
な措置

Ⅲ．不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等（第８条～第13条）

１ 地方公共団体は、夜間等において授業を行う学校における
就学の機会の提供等を講ずる

２ 都道府県及び区域内の市町村は、１の事務の役割分担等を
協議する協議会を組織することができる
構成員：①都道府県の知事及び教育委員会、②都道府県内の市町村
長及び教育委員会、③民間団体等

Ⅳ．夜間等において授業を行う学校における就学の機
会の提供等（第14条・第15条）

１ 実態把握及び学習活動に対する
支援の方法に関する調査研究等

２ 国民の理解の増進
３ 人材の確保等
４ 教材の提供その他の学習の支援

５ 学校生活上の困難を有する児童
生徒等からの教育及び福祉をはじ
めとする各種相談に総合的に対応
する体制の整備

Ⅴ．教育機会の確保等に関するその他の施策（第16条～第20条）

１ 公布日から２月後に施行
（Ⅳ.は、公布日から施行）

２ 政府は、速やかに、必要な
経済的支援の在り方について
検討し、必要な措置を講ずる

３ 政府は、多様な学習活動の
実情を踏まえ、施行後３年以
内に検討を加え、教育機会の
確保等の在り方の見直しを含
め、必要な措置を講ずる

Ⅵ．その他

【議員立法 平成２８年１２月１４日公布】



○ 調査研究等 ○ 国民の理解の増進
○ 人材の確保等 ○ 教材の提供その他の
○ 相談体制等の整備 学習支援

○ 夜間中学等の設置の促進等
・ 設置の促進

ニーズの把握や設置に向けた準備の支援、法第15条
に基づく協議会の設置・活用、広報活動の推進

・ 既設の夜間中学等における教育活動の充実
・ 自主夜間中学に係る取組
○ 夜間中学等における多様な生徒の受入れ

義務教育未修了者に加え、外国籍の者、入学希望既卒
者、
不登校となっている学齢生徒など、多様な生徒の受入れを図る

○ 児童生徒が安心して教育を受けられる魅力ある学校づくり
・ 魅力あるより良い学校づくり
・ いじめ、暴力行為、体罰等を許さない学校づくり
・ 児童生徒の学習状況等に応じた指導・配慮の実施

○ 不登校児童生徒に対する効果的な支援の推進
・ 個々の不登校児童生徒の状況に応じた支援の推進

不登校児童生徒や保護者の意思を尊重しつつ、状況把握及び
関係機関等との情報共有などの継続した組織的・計画的な支援
の推進 等

・ 不登校児童生徒に対する多様で適切な教育機会の確保
特例校・教育支援センターの設置促進、教育委員会・学校と

民間団体の連携等による支援の推進、多様で適切な学習活動の
重要性及び休養の必要性を踏まえた支援 等

・ 不登校等に関する教育相談体制の充実
教員やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワー

カー、
関係機関が連携した体制構築の促進 等

○ 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等の意義・現状
○ 基本指針の位置付け
○ 基本的な考え方
・ 不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等

◆魅力あるより良い学校づくりを目指すこと ◆不登校というだけで問題行動であると受け取られないよう配慮すること
◆不登校児童生徒の社会的自立を目指すこと ◆不登校児童生徒の意思を十分に尊重しつつ、個々の児童生徒の状況に
◆就学に課題を抱える外国人の子供に対する配慮 応じた支援を行うこと 等

が必要
・ 夜間中学等における就学の機会の提供等 設置の促進や多様な生徒の受入れを推進することが必要
・ 国、地方公共団体、民間の団体その他の関係者の相互の密接な連携の下で施策を実施

１． 教育機会の確保等に関する基本的事項

義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本指針（概要）
（平成29年3月31日文部科学大臣決定）

２． 不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等
に関する事項

３． 夜間その他特別な時間において授業を行う
学校における就学の機会の提供等に関する事項

４． その他教育機会の確保等に関する施策を総合的
に推進するために必要な事項



教育機会確保法の施行状況に関する議論のとりまとめ 【概要】

「義務教育段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」の附則の規定に基づき、平成30年12月から有識者会議において法律の施
行状況についての検討を行い、令和元年６月にその議論をとりまとめた。不登校児童生徒等に対する教育機会の確保等に関する主なとりまとめの概要は以下
のとおり。

○全ての教職員が法や基本指針の趣旨（不登校というだけで問題行動
であると受け取られないよう配慮し、児童生徒の最善の利益を最優先に
支援を行うことが重要であること等）を踏まえ、個々の不登校児童生徒
の状況に応じた支援等を行うことができるよう、校内研修を始めとする教
職員研修等を通じ、法や基本指針の理解を深めるとともに、民間の団
体等と連携するなどして、多様な教育機会の確保等に資する実践につい
て学ぶための方策を検討する。

○不登校特例校の設置や取組事例等の周知、設置の申請に係る支援
の強化など、設置促進に向けた方策を検討する。

○教育支援センターが設置されていない自治体への設置を推進するほか、
近隣の既設のセンターとの連携や複数の自治体による広域連携、公と
民との連携、既存の公的施設の活用等によるセンターの設置等、学校
外の公的機関による支援体制の整備を推進する。

○ICTを活用した学習機会の提供、訪問型支援、保護者や学校の教職
員へのコンサルテーションなど、支援の中核としての教育支援センターの
機能強化を図るほか、地域の大学等の教育機関を含め関係機関と連
携した支援体制の構築を推進する。

○教育委員会等と民間の団体・施設の連携推進に向けた方策を検討す
る。

○不登校児童生徒の実態や要因等に関する調査研究について検討する。

○学校において、不登校児童生徒の個々の状況に応じ、関係機関と連携
した支援を行うことができるようチーム学校を一層充実させるため、スクー
ルカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの配置を推進する。

○多様な教育機会の確保のために必要な経済的支援の方策について、
現行制度の活用も含め、引き続き検討する。

主な対応の方向性

○小・中学校における不登校児童生徒数は、平成25年度以降５年連続
で増加している。（小中合計：144,031人）

○法や基本指針の内容が教職員に十分周知されておらず、その趣旨に
基づく対応が徹底されていない。
→教職員に対し、研修を通じ法及び同法に基づく基本指針の趣旨等
の周知徹底を行った教育委員会等：315（約16%)

○特別に編成された教育課程に基づく教育を行う学校（不登校特例校）
は全国に12校あり、このうち法成立後、新たに設置されたものは2校。
（59の教育委員会等が設置を検討している）。

○教育支援センターは全国に1,295箇所、約６割の自治体に設置され
ている。未設置の主な理由は「通所を希望する不登校の児童生徒が
少ないと見込まれるため」や「予算・場所の確保が困難なため」。

○約15％の教育委員会等が不登校児童生徒の支援に当たり、民間の
団体・施設と連携している。連携していない主な理由は「域内に民間
の団体・施設がないため」や「不登校児童生徒が利用できる施設が他
にあるため」。

○法や基本指針の内容が児童生徒、保護者、地域の関係機関等に十分
周知されていない。（法の趣旨を周知するため広報活動に取り組んだ教

育
委員会等は約5%）

○約500の教育委員会等において、不登校児童生徒が多く在籍する小学
校や中学校に対し、その支援のためのスクールカウンセラーやスクールソー
シャルワーカーの配置を工夫している。

○約60の教育委員会等で不登校児童生徒が学校外の機関等に通うため
の経済的支援を行っている。

主な現状・課題



不登校児童生徒に対する支援推進事業

■ 不登校児童生徒支援に係る関係機関の連携体制の整備

不登校に係る相談窓口を教育支援センターに整備するとともに、教育支援センター

を中核とした教育委員会等と関係機関、フリースクール等の民間団体等の連携に

よる不登校児童生徒の支援体制の整備

・関係者間の情報共有を図るため、不登校児童生徒支援協議会等を設置

・関係機関との連携を支援するコーディネーター等の配置

■スクールカウンセラー等活用事業・スクールソーシャルワーカー活用事業
令和２年度予算額（案） 6,671百万円

１．事業内容
スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置による教育相談体制の整備に要す

る経費の補助。
２．補助事業者 都道府県・指定都市 （SSWのみ中核市も対象、市区町村は間接補助）
３．補助率 １／３

スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの配置 （関連施策）

令和２年度予算額 166百万円

（ 令和２年度新規 ）

（148百万円）

■ 学校以外の場における不登校児童生徒の支援の推進

自治体が行う不登校児童生徒に対する支援の推進

・フリースクール等の民間団体と連携した保護者学習会や研修等の実施

・教育支援センターにおける相談・支援体制の強化

【背景】 ○ 不登校児童生徒数は６年連続増加（平成30年度の小・中学校における不登校児童生徒数：約１６万５千人）

○ 平成２８年１２月７日、「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」が成立し、同法第７条を踏まえ、

平成２９年３月、「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本指針」を策定

⇒ 不登校児童生徒への多様で適切な教育機会の確保が重要

■ 不登校に関する実態調査

不登校児童生徒数は６年連続増加しているところ、その要因は複雑化・

多様化しており、不登校の未然防止や不登校児童生徒への必要な支援の

在り方等を検討する上で、その実態を詳細に把握することが不可欠である。

（主な調査項目）

・不登校になった要因、支援に関するニーズ 等

■教育改革推進特別経費（教育の質の向上を図る学校支援経費）
令和２年度予算額（案） 2,050百万円の内数

１．事業内容
私立学校におけるスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、ICT専門員等の活用
による不登校児童生徒への教育機会の確保に要する経費の補助。
２．補助事業者 都道府県 ３．補助率 １／２

不登校児童生徒への対応に取り組む私立学校への支援 （関連施策）

（17百万円）
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支援の実施

家庭

■学力向上を目的とした学校教育活動支援
令和２年度予算額（案） 3,137百万円の内数

１．事業内容
いじめ・不登校等への対応のため、教師に加えて多彩な人材がサポートスタッフとして学校の
教育活動に参画する取組に要する経費の補助。
２．補助事業者 都道府県・指定都市 （市区町村は間接補助）
３．補助率 １／３

サポートスタッフの配置 （関連施策）

【委託事業・新規】【補助事業者：都道府県・指定都市（補助率：1/3）・新規】

Ⅰ 不登校児童生徒に対する支援体制の整備推進 Ⅱ 不登校児童生徒の実態把握等に関する調査研究

■ 経済的支援の在り方に関する実証研究



スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーによる教育相談体制の充実 令和2年度予算額 6,671百万円

（前年度予算額 6,460百万円)

スクールカウンセラー等活用事業 スクールソーシャルワーカー活用事業

 義務教育段階の不登校児童生徒数は、平成24年度から６年連続で全体の人数・児童生徒千人当たりの人数ともに増加しており、
様々な課題を抱える児童生徒への早期支援、不登校状態にある児童生徒への手厚い支援に向けた相談体制の充実が必要。

 また、社会問題化している昨今の児童虐待相談対応件数の急増等を踏まえ、学校における児童虐待の未然防止・早期発見や、
児童虐待発生時の迅速・的確な対応に向けた相談体制の充実も喫緊の課題。

補助制度

令和2年度予算額：4,866百万円(前年度予算額：4,738百万円） 令和2年度予算額：1,806百万円(前年度予算額：1,722百万円）

 児童生徒の心理に関して専門的な知識・経験を

有する者 （公認心理師、臨床心理士等）

 福祉に関して専門的な知識・経験を有する者

（社会福祉士、精神保健福祉士等）求められる能力・資格

 補助率：１／３

 補助対象：都道府県・政令市

 補助率：１／３

 補助対象：都道府県・政令市・中核市

 全公立小中学校に対する配置（27,500校）基盤となる配置  全中学校区に対する配置（10,000中学校区）

 いじめ・不登校対策のための重点配置：500校（新規）

重
点
配
置
等

いじめ
不登校

虐待
貧困

 虐待対策のための重点配置 ：1,000校（新規）

質の向上  スーパーバイザーの配置 ：67人（新規）

 いじめ・不登校対策のための重点配置：500校（新規）

 虐待対策のための重点配置 ：1,000校（新規）

 スーパーバイザーの配置 ：67人（←47人）

児童生徒1000人当たりの
不登校児童生徒数（小中）

⇒児童の心理に関する支援に従事（学教法施行規則） ⇒児童の福祉に関する支援に従事（学教法施行規則）

※不登校特例校や夜間中学への配置を含む

 教育支援センターの機能強化 ：250箇所（新規）

※不登校特例校や夜間中学への配置を含む

※単位：人

 教育支援センターの機能強化 ：250箇所

 貧困対策のための重点配置 ：1,400校  貧困対策のための重点配置 ：1,400校



緊急スクールカウンセラー等活用事業
令和２年度予算額 2,219百万円

(前年度予算額： 2,378百万円)

【東日本大震災復興特別会計】

・スクールカウンセラーの活用 ・スクールカウンセラーに準ずる者の活用 ・心のケアに資するためのソーシャルワーク、学習支援
臨床心理士、精神科医 等 相談業務経験者、教育分野の専門的知識を有する者 等

心のケア・助言・援助等及び
新たな課題への対応

○被災した幼児児童生徒・教職員等の心のケアや、教職員・保護者等への助言・援助、学校教育活動の復興支援、福祉関係
機関との連携調整等様々な課題に対応するため、スクールカウンセラー等を活用する経費を支援する。〔補助率１０／１０〕

※平成２３～２７年度は、委託費として実施。平成２８年度からは、従来の委託費の方式を改め、新たに国庫補助の事業を創設するとともに、スクールカウンセラー等を学校等で
活用するなど、被災した幼児児童生徒や教職員の心のケアに資する取組を中心とした事業としている。

被災地域等

児 童生 徒等

保 護 者

地 域関 係 機 関

教 職 員



児童虐待相談の対応件数推移及び虐待相談の内容・相談経路
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児童虐待相談対応件数の推移

児童虐待相談対応件数

○ 平成30年度における児童相談所の児童虐待相談対応件数（速報値）は、159,850件。平成11年度に比べて約13.7 倍。
○ 心理的虐待の割合が最も多く（55.3%）、次いで身体的虐待の割合が多い（25.2%）。
○ 相談経路は、警察等（50％）、近隣知人（13％）、家族（7％）、学校等（7％）からの通告が多くなっている。

○ 虐待相談の内容別割合

身体的虐待 ネグレクト 性的虐待 心理的虐待 総 数

平成30年度
40,256
(25.2%)

（+7,033）

29,474
(18.4%)

（+2,653）

1,731
(1.1%)
（+194）

88,389
(55.3%)
(+16,192)

159,850
(100.0%)

（+26,072）

○ 虐待相談の相談経路
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30年度
11,178
（7%）

（+1,514）

2,313
（2%）
（+142）

21,449
（13%）

（+4,467）

1,414
（1%）

（＋296）

8,331
（5%）
（+705）

230
（0%）
（+12）

216
（0%）
（+48）

3,542
（2%）
（+343）

2,440
（2%）

（＋394）

79,150
（50%）

（+13,095）

11,449
（7%）

（＋2,168）

18,138
（11%）

（+2,888）

159,850
（100%）

（＋26,072）

平成27年７月
児童相談所全国共通
ダイヤルを３桁化

平成25年８月
「子ども虐待対応の手引き」におい
て、きょうだいへの虐待を当該児童に
対する心理的虐待であると例示。

平成16年10月
児童虐待防止法の改正により、配
偶者間の暴力（面前DV）が心理的
虐待に含まれることが明確化され

た。

平成25年12月
警察がDV事案への積極的な介
入及び体制を確立したことに
伴い、警察から児童相談所へ
の通告が増加した。

（速報値）



学校等における児童虐待への対応

児童虐待の早期発見（虐待防止法５条１項）
学校及び教職員は、児童虐待を発見しやすい立場

にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努める。

※幼児児童生徒の心身の状況を適切に把握すること、健康
診断（身体測定、内科検診、歯科検診）は、児童虐待を早
期に発見しやすい機会であることに留意

児童虐待の早期対応（虐待防止法６条１項）
児童虐待を受けたと思われる幼児児童生徒を発見した

場合は、速やかに、市町村、児童相談所等に通告する。

※一般人の目から見れば主観的に児童虐待が疑われる場合
は通告義務が生じる

※結果として通告が誤りであった場合も、基本的には刑事上・
民事上の責任を問われることは想定されない

関係機関との連携強化（虐待防止法４条１項、５条２項）、学校等から児童相談所への情報提供（同法
13条の４）
・教育委員会、児童相談所等が、必要に応じて相互の会議に出席、協力するなどして、日常的な連携の強化を図る。
・児童虐待防止のため、幼児児童生徒の出欠状況等の定期的な情報提供等の適切な運用に努める。

学校等の間の情報共有について（平成27年7月31日付け文科初第335号）
幼児児童生徒の進学・転学に当たっては、法令上の進学・転学先への文書の送付はもとより、対面、電話連絡、文書

等による学校間での引継ぎの実施、学校の担当者やスクールソーシャルワーカー等によるケース会議の開催等により、
支援が必要な幼児児童生徒に係る学校等の間の適切な連携を進める。

児童虐待等に係る研修の実施（虐待防止法４条２項・３項）
「学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き」（令和元年５月）や教職員用研修教材「学校現場における虐待防止

に関する研修教材」（令和２年１月）、「児童虐待防止と学校」（平成２１年５月）の適切な活用などによって教職員研修
の充実を図る。

要保護児童対策地域協議会への参画（児童福祉法25条の２）
学校、教育委員会は要保護児童対策地域協議会に積極的に参画するなどして、関係機関との一層の連携・協力を図

り、児童虐待の防止等に努めること。

虐
待
を
発
見
し
た
場
合



○ 野田市で起きた事案を踏まえて対策の強化を図るべき事項

（１）市町村・児童相談所が保護者に虐待を告知する際には子どもの安全を第一とするとともに、通告者保護の観点から、

通告元（児童虐待に係る通告を行った者）は明かせない旨を保護者に伝えることを徹底。

（２）学校等及びその設置者においては、保護者から情報元（虐待を認知するに至った端緒や経緯）に関する開示

の求めがあった場合は、情報元を保護者に伝えないこととするとともに、児童相談所等と連携しながら対応。

市町村・児童相談所においては、子どもの安全が確保されない限り、子どもからの虐待の申し出等の情報元を

保護者に伝えない。

保護者との関係等を重視しすぎることで、子供の安全確保が疎かになり、重大な事態に至ってしまう事例が

生じていることに十分留意。

（※）学校等：幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、高等課程を置く専修学校、保育所、地域型保育事業所、

認定こども園、認可外保育施設及び障害児通所支援事業所

（３）保護者から、学校等に対して威圧的な要求や暴力の行使等が予想される場合には、複数の教職員等で対応

するとともに、即座に設置者に連絡した上で組織的に対応。設置者は速やかに児童相談所・警察等の関係機

関や弁護士等の専門家と情報共有することとし、関係機関が連携して対応。

（４）学校等は保護者等から要保護児童等が学校等を欠席する旨の連絡があるなど、欠席の理由の説明を受けて

いる場合であっても、その理由の如何にかかわらず、休業日を除き引き続き７日以上欠席した場合には、定期

的な情報提供の期日を待つことなく、速やかに市町村又は児童相談所に情報提供する。

※不登校等による欠席であって学校等が定期的な家庭訪問等により本人に面会でき、状況の把握を行っている場合や、入院による欠席であって学校等が

医療機関等からの情報等により状況の把握を行っている場合を除く。

（５）研修の充実に努めるほか、学校長等の管理職に対しても、児童虐待に関する具体的な事例を想定することな

どによる実践的な研修に取り組むこと。

児童虐待防止対策に係る学校等及びその設置者と市町村・児童相談所との連携の強化について

「児童虐待防止対策に係る学校等及びその設置者と市町村・児童相談所との連携の強化について（通知）」 （平成31年2月）



○「学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設から市町村又は児童相談所への定期的な情報
提供に関する指針」（平成31年２月）
「「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」の更なる徹底・強化について」を踏まえ、学校と市町村、児童相談

所等の関係機関の連携が十分に機能するよう、学校等から市町村又は児童相談所への児童虐待防止に係る資料、情報の
定期的な提供に関する手続等について、文部科学省と内閣府、厚生労働省とで協議の上、平成30年７月に作成した指針
を更新し、教育委員会や学校等に通知。

※「学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供について（通知）」（平成31年2月）

学校等と市区町村又は児童相談所との連携が十分機能するよう努めるとともに、必要に応じて指針に基づく対応を図るよう、内閣府・厚生労働省と連名

で教育委員会、学校等に通知。

学校・保育所等は保護者等から要保護の幼児児童生徒等が学校・保育所等を欠席する旨の連絡があるなど、欠席の理由について説明を受
けている場合であっても、その理由の如何にかかわらず、休業日を除き引き続き７日以上欠席した場合には、定期的な情報提供の期日を待つ
ことなく、速やかに市町村又は児童相談所に情報提供する。

※不登校等による欠席であって学校・保育所等が定期的な家庭訪問等により本人に面会でき、状況の把握を行っている場合や、入院による欠席で
あって学校・保育所等が医療機関等からの情報等により状況の把握を行っている場合を除く。

○「学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き」（令和元年５月）

千葉県野田市で起きた事案も踏まえ、学校や教育委員会等の関係者が虐待と疑われる事案について、迷いなく
対応に臨めるよう、具体的な対応方法や留意事項についてまとめた手引き作成し、文部科学省のホームページに
おいて公表。

（ＵＲＬ） http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1416474.htm

○「学校現場における虐待防止に関する研修教材」（令和２年１月）

学校等における虐待対応の実践的な研修に資するよう、具体的なケースを取り上げ、必要な対応のポイント等を
解説したほか、ロールプレイング例を掲載した教材を作成し、文部科学省のホームページにおいて公表。

学校、教育委員会における児童虐待防止に向けた取組の充実のための情報提供

平成３１年２月の改訂により、以下の事項を追記



「学校・教育委員会等向け虐待対応の手引き」の概要

○ 「「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」の更なる徹底・強化について」（平成31年2月8日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議）、「児童虐待防止対策の抜
本的強化について」（平成31年3月19日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議）を踏まえ、学校・教育委員会等が児童虐待の対応に留意すべき事項をまとめたマニュアルを作
成。

１．虐待とは ２．虐待が及ぼす子供への影響
３．学校、教職員等の役割、責務
・虐待の早期発見、早期対応や、関係機関（児童相談所、市町村（虐待対応担当窓口）、警察）との速やかな連携、通告元の情報不開示など、学校や教職員
が求められる具体的な役割を解説
・関係機関である児童相談所、市町村、警察の役割を解説

４．教育委員会等設置者の役割：教育委員会等設置者が行うべき体制強化や研修等の充実

【 基礎編 】

１．通告までの流れ
・発生予防としての幼児児童生徒への相談窓口周知や保護者への啓発 ・子供や保護者から聞き取りをする場合の留意事項
・教職員による日頃からの観察、DV問題家庭への留意、虐待による外傷の具体的解説、関係機関への報告様式等を提示
・教員個人ではなく学校組織としての早期の対応や関係機関との連携など、チームとしての対応の必要性を解説

２．通告の判断に当って：学校は守秘義務違反や刑事上の責任を気にしてためらうことなく通告することが重要
３．通告の仕方
・市町村、児童相談所、警察への通告等の判断、通告等の方法と教育委員会等への連絡
※性的虐待について、その特徴や心身の健康への影響、対応方法を解説

【 対応編１ 日頃の観察から通告まで 】

１．通告後の対応
・通告後48時間以内の児童相談所の「安全確認」や「情報収集」に対する協力
・一時保護所に保護された子供の通学・通園の留意点、一時保護解除後の留意点、長期欠席状況の把握、施設入所時の連携等

２．要保護児童等への対応
・要保護児童対策地域協議会への参画や進行管理台帳に登録された子供の出欠状況等の情報提供
・７以上欠席した場合には速やかに関係機関に情報提供

【 対応編２ 通告後の対応 】

１．虐待を受けた子供への関わり：虐待を受けた子供への心のケアとして、学校で安心して過ごせるような配慮のポイント
２．保護者への対応
・保護者の要求や相談に対し、学校はチームで対応する。「親権」を理由にした威圧的、拒絶的な態度に対しても毅然とした対応が重要。
学校は組織的な対応や教育委員会への連絡、関係機関との連携による対応を行う。
・子供を就学させないといった事態にも就学義務違反対応として教育委員会との連携を行う。
・学校、教育委員会等は、保護者から虐待認知の端緒や経緯の開示請求があっても漏らしてはならない。
個人情報保護条例等に基づく請求であっても、子供の生命を守る上での支障とならないかなど慎重に検討する。

３．転校・進学時の学校間の情報の引継ぎ：転居の情報は関係機関と共有し、学校間の確実な引継ぎを行う。

【 対応編３ 子供・保護者との関わり方、転校・進学時の対応 】



１．改正法の内容について

（１）親権者等による体罰の禁止（令和２年４月１日施行）

① 児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、体罰を加えることその他民法（明治29年法律第89号）第820条の規定による監護及び

教育に必要な範囲を超える行為により当該児童を懲戒してはならないこと。

（児童虐待の防止等に関する法律（平成12年法律第82号。以下「虐待防止法」という。）第14条第１項関係）

② 児童相談所長、児童福祉施設の長、その住居において養育を行う児童福祉法（昭和22年法律第164号）第６条の３第８項に

規定する厚生労働省令で定める者（小規模住居型児童養育事業における養育者）及び里親は、監護、教育及び懲戒に関し必要

な措置をとることができる児童に対し、体罰を加えることはできないこと。 （児童福祉法第33条の２第２項及び第47条第３項関係）

（２）連携強化すべき関係機関の明確化（令和２年４月１日施行）

国及び地方公共団体による児童虐待の防止等のために必要な体制の整備に関し、強化を図るべき関係機関間の連携の例示として、

関係地方公共団体相互間並びに市町村、児童相談所、福祉事務所、配偶者暴力相談支援センター、学校及び医療機関の間の連

携を明記すること。 （虐待防止法第４条第１項関係）

（３）児童虐待の早期発見の努力義務の対象者の明確化（令和２年４月１日施行）

児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない団体に都道府県警察、婦人相談

所、教育委員会及び配偶者暴力相談支援センターが含まれること、並びに児童虐待の早期発見に努めなければならない者に警察官

及び婦人相談員が含まれることを明確化すること。 （虐待防止法第５条第１項関係）

（４）児童の福祉に職務上関係のある者の守秘義務（令和２年４月１日施行）

① 学校の教職員、児童福祉施設の職員等児童の福祉に職務上関係のある者は、正当な理由がなく、その職務に関して知り得た児童虐待を

受けたと思われる児童に関する秘密を漏らしてはならないこと。 （虐待防止法第５条第３項関係）

② ①の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、虐待防止法第５条第２項の規定による国及び地方公共団体の施策に協力するよう

に努める義務の遵守を妨げるものと解釈してはならないこと。 （虐待防止法第５条第４項関係）

（５）要保護児童対策地域協議会からの情報提供等の求めへの応答の努力義務（令和２年４月１日施行）

関係機関等は、児童福祉法第25条の３第１項の規定に基づき、要保護児童対策地域協議会から資料又は情報の提供、意見の

開陳その他必要な協力の求めがあった場合には、これに応ずるよう努めなければならないこと。 （児童福祉法第25条の３第２項関係）

児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律の公布について（通知）（抜粋）
（令和元年７月19日付け元文科初第461号）



※平成28年4月の通話料無料化及び番号変更に伴い、本ポスターを
全国の学校等に配布

24時間子供ＳＯＳダイヤルについて

子供たちが全国どこからでも夜間・休日を含め
て24時間いじめ等の悩みを相談することができる
よう、全国統一ダイヤルを設置。

統一ダイヤルに電話をすれば、原則として電話
をかけた所在地の教育委員会の相談機関に接続
される。

（なやみいおう）

０ １ ２ ０ － ０ － ７ ８ ３ １ ０

平成19年２月～ 全都道府県及び指定都市教育
委員会で実施開始

平成28年４月～ 通話料無料化

電話番号

概要

経緯

相談員の人件費 ：国で１／３負担
地方自治体で２／３負担

通 話 料 ：国で全額負担

財政措置



新型コロナウイルス感染症に伴う児童生徒の心のケア等について

心のケア等ついての基本的な考え方

 自宅で長く過ごすことによる心理的なストレスや、自分や家族も感染するのではないかとの不安を抱える児童生徒の心のケアについて、必要な対応

を講じていくことが重要。このため、文部科学省においては、各都道府県教育委員会等に対して、以下の通り依頼。

学校再開に当たって

令和２年度における小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における教育活動の再開等について（令和2年3月24日付け元文科初第1780号）抜粋

 学級担任や養護教諭等を中心としたきめ細かな健康観察等から、児童生徒等の状況を的確に把握し、健康相談等の実施やスクールカウンセラー

等による支援を行うなどして、心の健康問題に適切に取り組むこと。

臨時休業に当たって

新型コロナウイルス感染症対策のために小学校、中学校、高等学校等において臨時休業を行う場合の学習の保障等について（令和2年4月21日付け2文科

初第154号）抜粋

 学級担任等を中心として、電話等を通じ、臨時休業に伴い自宅で過ごす児童生徒及びその保護者との連絡を密にし、休校期間中において必

ず定期的に児童生徒の心身の健康状態を把握すること（概ね２週間に１回程度）。その際、保護者だけではなく、児童生徒本人とも直接電

話等で会話するなどして、児童生徒の状況を的確に把握すること。また、新型コロナウイルス感染症に起因する様々な悩みやストレス等に関し、必

要に応じて養護教諭やスクールカウンセラー等による支援（児童生徒の発達段階等に応じて電話による相談を含む）を行うとともに、相談窓口

（「24 時間子供ＳＯＳダイヤル」や各自治体において開設している相談窓口等）を適宜周知したり、設置したりするなど、児童生徒の心のケア

等に配慮すること。

 特に、要保護児童対策地域協議会に登録されている支援対象の児童生徒に関しては、在宅時間が大幅に増加することに伴う児童虐待のリス

クも踏まえ、電話等で定期的に児童生徒の状況を把握すること（概ね１週間に１回以上）。加えて、スクールソーシャルワーカー等を活用するな

どして児童相談所等の関係機関と緊密に連携し、必要な支援を行うこと。

スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの追加配置

令和2年度予算額：4,866百万円(前年度予算額：4,738百万円）

 補助率：１／３

 補助対象：都道府県・政令市

 補助率：１／３

 補助対象：都道府県・政令市・中核市

令和2年度予算額：1,806百万円(前年度予算額：1,722百万円）

 心のケアや学びを支えるための支援として、スクールカウンセラー等について、自治体からの要望を踏まえつつ、追加配置に向けた必要な支援を実施。

《スクールカウンセラー等活用事業》 《スクールソーシャルワーカー活用事業》













性同一性障害や性的指向・性自認に係る、 
児童生徒に対するきめ細かな対応等の実施について

（教職員向け）



はじめに
　文部科学省では、平成２７年４月３０日に「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等
について」を通知しました。その背景は以下のとおりです。

　性同一性障害に関しては社会生活上様々な問題を抱えている状況にあり、その治療の効果を高め、社会
的な不利益を解消するため、平成１５年、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律（以下「法」
という。）が議員立法により制定されました。また、学校における性同一性障害に係る児童生徒への支援に
ついての社会の関心も高まり、その対応が求められるようになってきました。
　こうした中、文部科学省では、平成２２年、「児童生徒が抱える問題に対しての教育相談の徹底につい
て」を発出し、性同一性障害に係る児童生徒については、その心情等に十分配慮した対応を要請してきま
した。また、平成２６年には、その後の全国の学校における対応の状況を調査し、様々な配慮の実例を確認
してきました。
　このような経緯の下、性同一性障害に係る児童生徒についてのきめ細かな対応の実施に当たっての具
体的な配慮事項等を下記のとおりとりまとめました。また、この中では、悩みや不安を受け止める必要性は、
性同一性障害に係る児童生徒だけでなく、いわゆる「性的マイノリティ」とされる児童生徒全般に共通する
ものであることを明らかにしたところです。これらについては、「自殺総合対策大綱」※（平成２４年８月２８日
閣議決定）を踏まえ、教職員の適切な理解を促進することが必要です。

「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」（平成27年4月30日児童生
徒課長通知）

　通知の発出から約１年が経過したこの間に、通知に基づく対応の在り方について、学校や教育委員会等か
ら質問も寄せられてきました。
　このような状況を踏まえ、このたび、学校における性同一性障害に係る児童生徒の状況や、学校等からの
質問に対する回答をＱ＆Ａ形式にしてとりまとめました。
　本資料が、性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応等についての教職員の理解に資するよ
う活用されることを期待しています。
※「自殺総合対策大綱」（平成24年8月28日閣議決定）においては、「自殺念慮の割合等が高いことが指摘されている性的マイ
ノリティについて、無理解や偏見等がその背景にある社会的要因の一つであると捉えて、教職員の理解を促進する。」とさ
れています。
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１．用語について

２．性同一性障害に係る取組の経緯

　性同一性障害とは、生物学的な性と性別に関する自己意識（以下、「性自認」と言う。）が一致しないため、社
会生活に支障がある状態とされます。
　このような性同一性障害に係る児童生徒については、学校生活を送る上で特有の支援が必要な場合があ
ることから、個別の事案に応じ、児童生徒の心情等に配慮した対応を行うことが求められています。

※「性自認」と「性的指向」は異なるものであり、対応に当たって混同しないことが必要です。性的指向と
は、恋愛対象が誰であるかを示す概念とされています。
　「人権の擁護（平成27年度版）」（法務省人権擁護局）では、性同一性障害の人々は「社会の中で偏見の
目にさらされ、昇進を妨げられたりするなどの差別を受けてきました」とされています。また、性的指向が
同性に向かう同性愛、男女両方に向かう両性愛の人々についても「少数派であるがために正常と思われ
ず、場合によっては職場を追われることさえあります。このような性的指向を理由とする差別的取扱いに
ついては、現在では、不当なことであるという認識が広がっていますが、いまだ偏見や差別が起きている
のが現状です」とされています。
　Sexual	Orientation（性的指向）とGender	 Identity（性自認）の英語の頭文字をとった「SOGI」と
の表現もあります。
　まずは教職員が、偏見等をなくし理解を深めることが必要です。

「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律」の成立（平成１６年７月施行）

定義、性別の取扱いの変更の審判及びそれを受けた者に関する法令上の取扱いなどを規
定しています。

●			以下のすべての要件の下、性別の取扱いの変更の審判を行えること
一.	二十歳以上であること。	
二.	現に婚姻をしていないこと。	
三.	現に未成年の子がいないこと。（※平成20年に「現に子がいないこと」から改正）	
四.	生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。	
五.			その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備
えていること。	

●			性別の取扱いの変更の審判を受けた者に関する法令上の取扱い

事務連絡「児童生徒が抱える問題に対しての教育相談の徹底について」発出

➡

学校における性同一性障害に係る対応に関する状況調査の実施

性同一性障害に関する教育相談等があったとして、６０６件の報告がありました。
※	児童生徒が望まない場合は回答を求めないこととしつつ、学校が把握している事例を任意で回答いただいた
件数。 ➡

「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」（平成27年4月30日児童
生徒課長通知）を発出

性同一性障害に係る児童生徒についての特有の支援など具体的事項をとりまとめました。

平成１５年

平成22年

平成26年

平成27年
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３．学校における性同一性障害に係る対応に関する現状
※文部科学省「学校における性同一性障害に係る対応に関する状況調査について」（平成 26年 6月公表）に基づく

（１）学校における性同一性障害に係る対応に関する状況調査の結果、全国から 606件の報告がありました。

※   当該調査では、児童生徒が望まない場合は回答を求めないこととしつつ、学校が把握している事例を任意で回答するものであり、これら今回報告のあった件数、
戸籍上の男女比、学齢別の分布は、必ずしも学校における性同一性障害を有する者及びその疑いのある者の実数を反映しているものとは言えないと考えている。

● 戸籍上の性別

● 特別な配慮の状況（小中高等学校全体）

● 性同一性障害としての診断の有無

● 他の児童生徒や保護者に対する取扱（秘匿の状況）

39.1％
237 件 66.5％

403 件

43.1％
261 件

14.4％
87 件

22.4％
136 件

10.1％
61 件

10.1％
61 件

18.2％
110 件

6.6％
40 件

4.5％
27 件4.3％

26 件

60.4％
366 件

0.5％
3 件

■ 男
■ 女
■ 無回答

■ 小学校低学年
■ 小学校中学年
■ 小学校高学年
■ 中学校
■ 高等学校

■ 秘匿している ■ ごく一部を除いて秘匿している
■ 秘匿していない ■ その他　　■ 無回答

■ 有　　■ 無　　■ 把握していない　　■ 無回答

服装（制服有）

服装（制服無）

髪型

学用品

更衣室

トイレ

呼称の工夫

授業（体育又は保健体育）

水泳

授業（体育又は保健体育）以外

運動部での活動

宿泊研修（修学旅行含む）

他の児童生徒への説明
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● 学校段階

（２）全国の学校において、服装、トイレ、宿泊
研修等に関し個別対応がなされていました。

（３）約２割の児童生徒は、他の児童生徒に知らせ
た上で学校生活を過ごしていました。
一方、約６割の児童生徒は、基本的に他の児
童生徒等には知らせていませんでした。

（４）性同一性障害としての診断を有する児童生徒
は、学校段階が上がるにつれ増えますが、全
体として見れば診断を有しない者の方が多い
状況でした。
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４．「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施
等について」（平成 27 年 4 月 30 日児童生徒課長通知）（抄）

（１）性同一性障害に係る児童生徒についての特有の支援

①学校における支援体制について
●			性同一性障害に係る児童生徒の支援は、最初に相談（入学等に当たって児童生徒の保護者からなさ
れた相談を含む。）を受けた者だけで抱え込むことなく、組織的に取り組むことが重要であり、学校
内外に「サポートチーム」を作り、「支援委員会」（校内）やケース会議（校外）等を適時開催しながら対
応を進めること。

　　　　　
●			教職員等の間における情報共有に当たっては、児童生徒が自身の性同一性を可能な限り秘匿して
おきたい場合があること等に留意しつつ、一方で、学校として効果的な対応を進めるためには、教職
員等の間で情報共有しチームで対応することは欠かせないことから、当事者である児童生徒やその
保護者に対し、情報を共有する意図を十分に説明・相談し理解を得つつ、対応を進めること。

②医療機関との連携について
●			医療機関による診断や助言は学校が専門的知見を得る重要な機会となるとともに、教職員や他の
児童生徒・保護者等に対する説明材料ともなり得るものであり、また、児童生徒が性に違和感をもつ
ことを打ち明けた場合であっても、当該児童生徒が適切な知識をもっているとは限らず、そもそも
性同一性障害なのかその他の傾向があるのかも判然としていない場合もあること等を踏まえ、学
校が支援を行うに当たっては、医療機関と連携しつつ進めることが重要であること。

●			我が国においては、性同一性障害に対応できる専門的な医療機関が多くないところであり、専門医
や専門的な医療機関については関連学会等の提供する情報を参考とすることも考えられること。

●			医療機関との連携に当たっては、当事者である児童生徒や保護者の意向を踏まえることが原則であ
るが、当事者である児童生徒や保護者の同意が得られない場合、具体的な個人情報に関連しない範
囲で一般的な助言を受けることは考えられること。

➡　 Q2 　 Q3 　 Q4

➡　 Q5 　 Q6

➡　 Q7

➡　 Q8
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③学校生活の各場面での支援について
●			全国の学校では学校生活での各場面における支援として別紙（※）に示すような取組が行われてき
たところであり、学校における性同一性障害に係る児童生徒への対応を行うに当たって参考とされ
たいこと。　　　　

項目 学校における支援の事例

服装 自認する性別の制服・衣服や、体操着の着用を認める

髪型 標準より長い髪型を一定の範囲で認める（戸籍上男性）

更衣室 保健室・多目的トイレ等の利用を認める

トイレ 職員トイレ・多目的トイレの利用を認める

呼称の工夫 校内文書（通知表を含む）を児童生徒が希望する呼称で記す
自認する性別として名簿上扱う

授業 体育又は保健体育において別メニューを設定する

水泳 上半身が隠れる水着の着用を認める（戸籍上男性）
補習として別日に実施、又はレポート提出で代替する

運動部の活動 自認する性別に係る活動への参加を認める

修学旅行等 １人部屋の使用を認める
入浴時間をずらす

（※）「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」（平成27年4月30日児童生徒課長通知）の別紙より

●			学校においては、性同一性障害に係る児童生徒への配慮と、他の児童生徒への配慮との均衡を取り
ながら支援を進めることが重要であること。

●			性同一性障害に係る児童生徒が求める支援は、当該児童生徒が有する違和感の強弱等に応じ様々
であり、また、当該違和感は成長に従い減ずることも含め変動があり得るものとされていることか
ら、学校として先入観をもたず、その時々の児童生徒の状況等に応じた支援を行うことが必要であ
ること。

●			他の児童生徒や保護者との情報の共有は、当事者である児童生徒や保護者の意向等を踏まえ、個
別の事情に応じて進める必要があること。

●			医療機関を受診して性同一性障害の診断がなされない場合であっても、児童生徒の悩みや不安に
寄り添い支援していく観点から、医療機関との相談の状況、児童生徒や保護者の意向等を踏まえつ
つ、支援を行うことは可能であること。

➡　 Q9 　Q10
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④卒業証明書等について
●			指導要録の記載については学齢簿の記載に基づき行いつつ、卒業後に法に基づく戸籍上の性別の
変更等を行った者から卒業証明書等の発行を求められた場合は、戸籍を確認した上で、当該者が不
利益を被らないよう適切に対応すること。

⑤当事者である児童生徒の保護者との関係について
●			保護者が、その子供の性同一性に関する悩みや不安等を受容している場合は、学校と保護者とが緊
密に連携しながら支援を進めることが必要であること。保護者が受容していない場合にあっては、
学校における児童生徒の悩みや不安を軽減し問題行動の未然防止等を進めることを目的として、保
護者と十分話合い可能な支援を行っていくことが考えられること。

⑥教育委員会等による支援について
●			教職員の資質向上の取組としては、人権教育担当者や生徒指導担当者、養護教諭を対象とした研修
等の活用が考えられること。また、学校の管理職についても研修等を通じ適切な理解を進めるととも
に、学校医やスクールカウンセラーの研修等で性同一性障害等を取り上げることも重要であること。

●			性同一性障害に係る児童生徒やその保護者から学校に対して相談が寄せられた際は、教育委員会
として、例えば、学校における体制整備や支援の状況を聞き取り、必要に応じ医療機関等とも相談し
つつ、「サポートチーム」の設置等の適切な助言等を行っていくこと。

⑦その他留意点について
●			以上の内容は、画一的な対応を求める趣旨ではなく、個別の事例における学校や家庭の状況等に応
じた取組を進める必要があること。

➡　Q11
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（２）性同一性障害に係る児童生徒や「性的マイノリティ」とされる児童生徒に対する相談体制
等の充実

●			学級・ホームルームにおいては、いかなる理由でもいじめや差別を許さない適切な生徒指導・人権
教育等を推進することが、悩みや不安を抱える児童生徒に対する支援の土台となること。

●			教職員としては、悩みや不安を抱える児童生徒の良き理解者となるよう努めることは当然であり、こ
のような悩みや不安を受け止めることの必要性は、性同一性障害に係る児童生徒だけでなく、「性的
マイノリティ」とされる児童生徒全般に共通するものであること。

●			性同一性障害に係る児童生徒や「性的マイノリティ」とされる児童生徒は、自身のそうした状態を秘
匿しておきたい場合があること等を踏まえつつ、学校においては、日頃より児童生徒が相談しやす
い環境を整えていくことが望まれること。このため、まず教職員自身が性同一性障害や「性的マイノ
リティ」全般についての心ない言動を慎むことはもちろん、例えば、ある児童生徒が、その戸籍上の
性別によく見られる服装や髪型等としていない場合、性同一性障害等を理由としている可能性を考
慮し、そのことを一方的に否定したり揶揄（やゆ）したりしないこと等が考えられること。

●			教職員が児童生徒から相談を受けた際は、当該児童生徒からの信頼を踏まえつつ、まずは悩みや不
安を聞く姿勢を示すことが重要であること。

➡　Q12
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小・中・高等学校の学校段階で診断の有無に違いが生じる理由は何ですか。

	　性別に関する違和感には強弱があり、成長に従い減ずることも含め、変容があり得るとされま
す。また、性自認と性的指向とのいずれの違和感であるかを該当する児童生徒が明確に自覚してい
ない場合があることも指摘されています。
　このようなことを踏まえ、関係学会のガイドラインは、特に１５歳未満については診断に慎重な判
断が必要としており、性同一性障害の可能性が高い場合でもあえて診断が行われない場合もある
とされます。このことが、学校段階によって診断の有無の状況に違いが生じている理由と考えられ
ます。
　なお、通知では、診断がなされない場合であっても、医療機関との相談の状況、児童生徒や保護
者の意向等を踏まえつつ、支援を行うことは可能としています。

学校内外のサポートチームのメンバーはどのような者を想定していますか。

　既に対応を進めている学校の現場では、学校内のサポートチームには、相談を受けた者、管理
職、学級・ホームルーム担任、養護教諭、学校医、スクールカウンセラーなどが含まれていました。
　学校外のチームには、教育委員会、医療機関の担当者などが含まれていました。また、進学先の
学校の教職員、スクールソーシャルワーカーのほか、児童福祉を担当する児童相談所や市町村担当
部局の担当者との連携を図ることも考えられます。

「サポートチーム」「支援委員会」「ケース会議」の違いは何ですか。

　「サポートチーム」は性同一性障害に係る児童生徒を校内外の構成員によって支援する組織、「支
援委員会」は校内の構成員によって機動的に開催する会議、「ケース会議」は校外の医療従事者等
に識見を求める際に開催する会議を想定しています。

サポートチームは生徒指導等に関する既存の組織・会議の活用でも良いのでしょう
か。新たな組織・会議を設置する必要がありますか。

　通知のサポートチームの役割は、生徒指導等に関する既存の組織・会議と重なる部分もあり、そ
れらを活用することは考えられます。
　なお、性同一性障害に係る児童生徒の支援は、個別の事案に応じ、児童生徒の心情等に配慮した
対応を行うことが必要であることには留意が必要です。

Q1

Q2

Q3

Q4

A

A

A

A

5．「性同一性障害に係る児童生徒に対するきめ細かな対応の実施
等について」（平成27年 4月 30日児童生徒課長通知）等に係るＱ＆Ａ
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対応以前の問題として、学校として性同一性障害に係る児童生徒をどのように把握す
れば良いのでしょうか。学校としてアンケート調査などを行い積極的に把握すべきな
のですか。

　性同一性障害に係る児童生徒やその保護者は、性自認等について、他の児童生徒だけでなく、教
職員に対しても秘匿しておきたい場合があります。また、自ら明らかにする準備が整っていない児
童生徒に対し、一方的な調査や確認が行われると、当該児童生徒は自分の尊厳が侵害されている
印象をもつおそれもあります。
　このようなことを踏まえ、教育上の配慮の観点からは、申出がない状況で具体的な調査を行う必
要はないと考えられます。学校においては、教職員が正しい知識を持ち、日頃より児童生徒が相談
しやすい環境を整えていくことが望まれます。

他の児童生徒に対し、秘匿しながら対応している事例はありますか。　

　平成２６年の文部科学省の調査では、約６割の児童生徒が他の児童生徒や保護者に知らせておら
ず、その中には、秘匿したまま学校として可能な対応を進めている事例もありました。
　なお、通知では、他の児童生徒や保護者との情報の共有は、当事者である児童生徒や保護者の
意向等を踏まえ、個別の事情に応じて進める必要があるとしています。

関係学会等が提供する情報を得るにはどうしたら良いですか。

　現在、性同一性障害に係る専門的な助言等を行える医療機関として、ＧＩＤ学会のホームページ
において「性同一性障害診療に関するメンタルヘルス専門職の所属施設」（平成２７年２月２４日付）
が公開されています。
（参考ＵＲＬ）http://www.okayama-u.ac.jp/user/jsgid/
　また、都道府県等の精神保健福祉センターでは、性同一性障害の相談を受けており、専門機関
等、必要な情報に結びつくように努めています。こういった機関と連携を図ることも考えられます。

医療機関との連携について記載がありますが、性同一性障害と思われる児童生
徒がいた場合、本人の意向に関わらず、医療機関の診断を受けるようすすめた方
が良いのでしょうか。　

　医療機関との連携は、学校が必要な支援を検討する際、専門的知見を得られる重要な機会となり
ます。他方、最終的に医療機関を受診するかどうかは、性同一性障害に係る児童生徒本人やその保
護者が判断することです。
　このため、児童生徒やその保護者が受診を希望しない場合は、その判断を尊重しつつ、学校とし
ては具体的な個人情報に関連しない範囲での一般的な助言などを専門の医療機関に求めることが
考えられます。

Q5

Q6

Q7

Q8

A

A

A

A
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性同一性障害に係る児童生徒への配慮と、他の児童生徒への配慮との均衡につ
いてはどのように考えれば良いのですか。

　性同一性障害に係る児童生徒への対応は重要ですが、その対応に当たっては、他の児童生徒へ
の配慮も必要です。例えば、トイレの使用について、職員用トイレの使用を認めるなど、他の児童生
徒や保護者にも配慮した対応を行っている例があります。
　このように、性同一性障害に係る児童生徒への配慮と、他の児童生徒や保護者への配慮の均衡
を取りながら支援を進めることが重要です。

健康診断の実施に当たっては、どのような配慮が考えられますか。

　通知は、「学校においては、性同一性障害に係る児童生徒への配慮と、他の児童生徒への配慮と
の均衡を取りながら支援を進めることが重要であること」としています。
　健康診断に当たっても、本人等の意向を踏まえた上で、養護教諭は学校医と相談しつつ個別に実
施することが考えられます。

卒業後に法に基づく戸籍上の性別の変更等を行った者から卒業証明書等の発行
を求められた場合、指導要録の変更まで行う必要がありますか。　

　通知は、「指導要録の記載については学齢簿の記載に基づき行いつつ、卒業後に法に基づく戸籍
上の性別の変更等を行った者から卒業証明書等の発行を求められた場合は、戸籍を確認した上で、
当該者が不利益を被らないよう適切に対応すること」としており、指導要録の変更は想定していま
せん。

性自認や性的指向について当事者の団体から学校における講話の実施の申し出
があった場合等、こうした主題に係る学校教育での扱いをどのように考えるべき
ですか。

　一般論として、性に関することを学校教育の中で扱う場合は、児童生徒の発達の段階を踏まえる
ことや、教育の内容について学校全体で共通理解を図るとともに保護者の理解を得ること、事前に
集団指導として行う内容と個別指導との内容を区別しておく等計画性をもって実施すること等が
求められるところであり、適切な対応が必要です。
　他者の痛みや感情を共感的に受容できる想像力等を育む人権教育等の一環として、性自認や性
的指向について取り上げることも考えられますが、その場合、特に義務教育段階における児童生徒
の発達の段階を踏まえた影響等についての慎重な配慮を含め、上記の性に関する教育の基本的な
考え方や教育の中立性の確保に十分な注意を払い、指導の目的や内容、取扱いの方法等を適切な
ものとしていくことが必要です。

Q9

Q10

Q11

Q12

A

A

A

A
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新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための学校の一斉臨時休業の要請に伴い、修学旅行の中止や延期に
より発生したキャンセル料等について、国が財政的支援を行うことで保護者の経済的な負担軽減を図る。

趣旨

修学旅行の中止や延期に伴うキャンセル料等への支援
（学校保健特別対策事業費補助金） 令和２年度補正予算額 ６億円

事業内容

【概 要】
学校の一斉臨時休業の要請に伴い、修学旅行の中止や延期により発生したキャン

セル料等について、保護者の経済的負担軽減を図るため、一定の所要額を国が都道
府県等を通じて財政的に支援するもの。

【対象学校種】
国公私立の小学校、中学校、高等学校、義務教育学校、中等教育学校、特別支

援学校 及び専修学校（高等課程）

【補助率】
定額補助（上限：児童生徒一人当たり12,060円）
※要保護児童生徒援助費補助金における修学旅行費(60,300円)の20％

区 分 中 止 延 期うちキャンセル
料発生(調整中
含む)

うち追加的費
用発生(調整中
含む)

国 内 128 100 252 174

海 外 103 79 71 51

計 231 179 323 225

【参考】修学旅行の中止や延期の状況＜一斉臨時休業中(3月)＞（単位：校）

※国立：令和２年３月１２日現在の状況 公立：令和２年３月９日現在の状況
私立：令和２年３月１３日現在の状況



修学旅行の中止や延期に伴うキャンセル料等への支援
（新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用）

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」の全ての事項についての対応と
して、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかに必要な事業を実施できるよう、地方公共団体が作成した実施計画に基づく事業
に要する費用に対し、国が交付金を交付することにより、新型コロナウイルスの感染拡大の防止及び感染拡大の影響を受けている地域
経済や住民生活の支援を通じた地方創生を図ることを目的としており、令和2年4月以降に予定していた修学旅行等を中止又は延期し
た場合に発生したキャンセル料等の支援については、本交付金を活用して地方単独事業として実施することが可能。

交付金の交付対象事業は、次に掲げる基準に適合する事業とする。

一 実施計画を作成する地方公共団体が、新型コロナウイルスの感染拡
大の防止及び感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活の支
援を通じた地方創生に資する事業（緊急経済対策に対応した事業）の実
施に要する費用の全部又は一部を負担する事業であること。

二 国の補助事業等にあっては別表に定める事業で国の令和2 年度一般
会計補正予算（第1 号）に計上される事業又は国の令和元年度当初予
算に計上された予備費により実施される事業（「新型コロナウイルス感染
症に関する緊急対応策」（令和2 年2 月13 日新型コロナウイルス感染症
対策本部決定）又は「新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策
－第2 弾－」（令和2年3 月10 日新型コロナウイルス感染症対策本部決
定）に係るもので、地方公共団体の令和2 年度予算に計上されたものに
限る。）、地方単独事業にあっては地方公共団体の令和2 年度当初予算
又は補正予算に計上され、実施される事業（令和2 年度当初予算に計

上された事業にあっては、新型コロナウイルスの感染拡大の防止及び感
染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活の支援に特に必要と認
められるものに限る。）又は令和2 年度予算に計上された予備費により
実施される事業であること。

三令和2 年4 月1 日以降に実施される事業であること。

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金対象事業
＊交付金制度要綱の一部抜粋

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用事例
＊交付金活用事例集の一部抜粋

102．学校の臨時休業に伴う学習等への支援事業

他の支援施策の対象とならない又は超える部分について、地方公共団
体が、家庭学習に必要な教材の作成・購入・送付や通信・交通に要する
経費、学習指導員やスクール・サポートスタッフ、スクールカウンセラー等
の支援・相談等の拡充に要する経費に充当する他、修学旅行や部活動の
大会等、芸術鑑賞教室等の文化的行事等の中止や延期に伴う追加的な
経費、臨時休業中では難しい自然体験・文化芸術体験・運動機会の創出
のために必要な経費に充当。

（参考）新型コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金（内閣府地方創生推進事務局）

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/rinjikoufukin/index.html



福島県への修学旅行等の実施について

【観光庁・復興庁からの依頼を周知】東日本大震災後の状況を踏まえた福島県への修学
旅行等の実施について(H31.3.18)

「各都道府県教育委員会教育長、各都道府県知事宛 文部科学省初等中等教育局長通知」

• 福島県への修学旅行等は平成30年度に震災後最高となる約52万人泊（震災前の72.9%）を記録
したものの、依然として厳しい状況 （震災前（平成21年度）約70万人泊）

• 福島県では、復興に向け挑戦する「人（団体）」との出会いや「福島県のありのままの姿（光と影）」
を実際に見て、聞いて、考えて、自分自身を成長させる学びの旅「ホープツーリズム」を推進

• 福島県産の食品や飲料水は、放射性物質に関する検査の徹底により、安全を確保

• 風評に惑わされることなく、現地の正確な情報に基づき、福島県への修学旅行等の教育旅行を
実施していただくことが、福島県の観光振興や地域経済の再生など震災からの復興を応援する
のみならず、参加する児童生徒自身の成長にもつながる

【復興庁・観光庁・文科省】全国の市町村の教育長、全国の小中高等学校長、ＰＴＡ会長
等が参加する会議等において、福島県への修学旅行等の実施に係る説明と要請の実施
• 平成26年～令和元年度にかけて188回実施
• 「「復興・創生期間」後における東日本大震災からの復興の基本方針」(R1.12.20)」や「風評払拭・
リスクコミュニケーション強化戦略（H29.12.12）」等を踏まえ、今後も引き続き、福島県への修学旅
行等回復に向け、現地の正確な情報を発信



福島県の教育旅行における取組

福島県においては、東日本大震災の経験を踏まえた体験的な学習プログラムが多数用意され、
従来からある豊富なコンテンツと組み合わせたモデルコースを作成し、モニターツアーを実施す
るなどの取組が行われている。

【参考】https://www.tif.ne.jp/kyoiku/index.html



令和2年開館！国立アイヌ民族博物館 ①

１ 国立アイヌ民族博物館の概要

■理 念
先住民族であるアイヌの尊厳を尊重し、国内外にアイヌの歴史・文化等
に関する正しい認識と理解を促進するとともに、新たなアイヌ文化の創造
及び発展に寄与する。

■目 的
① アイヌの歴史・文化・精神世界等に関する正しい知識を提供し、理解を
促進する博物館

② アイヌの歴史・文化に関する十分な知識を持つ次世代の博物館専門家
を育成する博物館

③ アイヌの歴史・文化に関する調査と研究を行う博物館
④ アイヌの歴史・文化等を展示する博物館等をつなぐ情報ネットワーク拠

点となる博物館

■展 示
基本展示：アイヌの人々の視点で、「私たちの○○」という６つの切り口でア

イヌの歴史、文化を紹介
特別展示・テーマ展示：最新の調査研究成果に基づいた多様な切り口の展

示を一定期間内に紹介

○ 北海道白老町に整備が進められている「ウポポイ（民族共
生象徴空間）」の中核施設として、令和2年に開館予定
※ 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、４月の開業を延期。

※ ウポポイには、「国立アイヌ民族博物館」の他、「国立民族共生公園」が
あり、古式舞踊の披露等、様々な体験プログラムを実施予定。

○ 先住民族アイヌを主題とした日本初の国立博物館
○ 政府目標である「年間来館者数100万人」を目指す。

延床面積 約8,600㎡
基本展示室 約1,250㎡
特別・テーマ展示室 約1,000㎡
シアター 約150㎡

ウポポイは、単にアイヌ文化の振興だけでなく、我が国の貴重な文化
でありながら近代化政策の結果として存立の危機にあるアイヌ文化を
復興・発展させる拠点として、また、国際的にも追求されている将来の
豊かな共生社会を構築し、将来の世代により良い社会を残していくため
の象徴としての役割を担う。



● ここにしかない体験の提供
・アイヌをテーマとした唯一の国立博物館

・様々な体験プログラムが用意されたフィ
ールド（公園）との相乗効果
・人気アニメ等とのコラボ展示

・自然豊かなロケーションとポロト湖を眺望
できる2階パノラミックロビーからの風景
・アイヌ文様を活用した建築

● 地域性を考慮した多言語対応

・アイヌ語に加え、ロシア語、タイ語を含め
最大8言語で対応

アイヌ語、日本語、英語、中国語<繁体字・

簡体字>、韓国語、ロシア語、タイ語

● 観光のハブ機能
・近隣観光地（洞爺湖、登別等）との連携
・全道のアイヌ関連施設の紹介

令和2年開館！国立アイヌ民族博物館 ②

２ 博物館の新たな役割を担うために

● 学校教育との連携・生涯学習対応
に重点

・スクールプログラム、ワークショップ、学校
への教材貸出、出前講座、遠隔授業等の
積極展開

● 研究者による対話型解説の実施
・「探究展示”テンパテンパ”（子供向け展示）

」において、研究員による対話型解説を実
施

・その他ギャラリートーク、講演会などを通じ
た研究員と観客との相互交流による社会
教育の実施

● 博物館人材の育成
・アイヌの歴史・文化に関する十分な知識を
持つ次世代の博物館専門家を育成。
・アイヌ文化の担い手育成への貢献

社会教育施設としての役割

● 共生社会実現に向けた取組
・自然と調和し共存するアイヌの人々の精

神世界をはじめ、アイヌの歴史・文化等を
国内外に発信

・「私たちの～」という切り口で、アイヌの人
々の視点で語る基本展示

● 文化の継承と創造

・国内外のアイヌ関連施設のネットワーク
拠点となり、資料情報を共有するとともに
、共同研究やアイヌ資料の保存技術、修
復技術等向上を目指す。

・新しい文化の創造・発信の原動力となる
。

● アイヌ語の復興
・館内の第一言語をアイヌ語に設定

・解説文を始め館内のあらゆるサインにア
イヌ語を使用

・音声ガイドによりアイヌ語の解説を聞くこ
とも可能

● さまざまな人々と共に成長を続け
る博物館
・来館者、アイヌ文化の担い手、博物館員
など、博物館に集うさまざまな人々の情
報交換と討論を重ねる場となる。

「探究展示”テンパテンパ
”」では、子供達が展示

物を手に取って見たり、
遊びながらアイヌ文化を
学べるほか、研究員によ
る対話型の解説を行い、
学びを深める予定。

ＳＤＧｓ、様々な課題に対応する役割 観光資源としての役割



令和2年開館！国立アイヌ民族博物館③

３ 教育旅行の受け入れ

○ 年間来場者数100万人の達成及びアイヌの歴史や文化の正しい認識と理解の促進のため、ウポポイ全体として教
育旅行の受け入れに力を入れています。

○ 博物館のスクールプログラムである「はじめてのアイヌ博」の他、公園内各施設で行われる「伝統芸能上演」、「アイ
ヌ料理体験」、「ムックリの演奏体験」などアイヌの歴史や文化に触れられる様々なメニューを用意しています。
※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、プログラムの一部を変更する可能性があります。

ウポポイHP

https://ainu-upopoy.jp/
（公財）アイヌ民族文化財団
団体予約受付センター TEL：011-206-7427 

詳しくは



学校における具体的な方向性

新学習指導要領におけるキャリア教育について

 中教審「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」（平成23年１月答申）を踏まえ、キャリア教育の理念が浸透し
てきている一方で、次のような課題が指摘されている。

・職場体験活動のみをもってキャリア教育を行ったものとしているのではないか
・社会への接続を考慮せず、次の学校段階への進学のみを見据えた指導を行っているのではないか
・職業を通じて未来の社会を作り上げていくという視点に乏しく、特定の既存組織のこれまでの在り方を前提に指導が行われているのではないか
・将来の夢を描くことばかりに力点が置かれ、「働くこと」の現実や必要な資質・能力の育成につなげていく指導が軽視されていたりするのではないか

教育課程全体を通じて必要な資質・能力の育成を図っていく取組が重要

児童生徒が、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、社会的・
職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことがで
きるよう、特別活動を要としつつ各教科等の特質に応じて、キャリア教育の
充実を図ること。

基本的な方向性
○特別活動の学級活動・ホームルーム活動を要としつつ、総合的な学習の時間や学校行事，道徳科や各教科における学習、個別指導としてのカウ
ンセリング等の機会を生かしつつ，学校の教育活動全体を通じて実施すること。

○特に日常の教科等の学習指導においてキャリアの視点を大事にし、将来の生活や社会と関連付けながら見通しを持ったり、振り返ったりしながら
学ぶ「主体的・対話的で深い学び」を実現すること。

○社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる能力である「基礎的・汎用的能力」を育成すること。
○キャリア教育を実践し、学校生活と社会生活や職業生活を結び、関連付け、将来の夢と学業を結びつけることにより、児童生徒の学習意欲を喚起
すること。

「人間関係形成・社会形成能力」 多様な他者を理解し，相手の意見を聴いて自分の考えを正確に伝えるこ
とができるとともに，自分の役割を果たしつつ他者と協力・協働して社会に参画することができる力。

「自己理解・自己管理能力」 自分と社会との相互関係を保ちつつ，今後の自分自身の可能性を含めた肯定
的な理解に基づき主体的に行動すると同時に，自らの思考や感情を律し，進んで学ぼうとする力。

「課題対応能力」 仕事をする上での様々な課題を発見・分析し，適切な計画を立ててその課題を処理し，
解決することができる力。

「キャリアプランニング能力」 「働くこと」の意義を理解し，自らが果たすべき様々な立場や役割との
関連を踏まえて「働くこと」を位置付け，多様な生き方について，自ら主体的に判断してキャリアを形成していく力。

現状の課題

新学習指導要領におけるキャリア教育の充実

○学校における体系的・系統的なキャリア教育実践の促進

「勤労観、職業観」のみを育てる教育ではない。
勤労観・職業観の育成に過度に焦点が絞られがちであるが、社会的・職業的自立のために必要な基盤
となる能力の育成が、キャリア教育の中心的な課題。

職業教育はキャリア教育と同義ではない。
職業教育は、一定又は特定の職業に従事するために必要な知識、技能、能力や態度を育成するもの。

○学校と地域・社会や産業界等が連携・協働した取組の促進

基
礎
的
・汎
用
的
能
力

○職場体験活動や（アカデミック）インターンシップなどの職業に関する体験活動の充実

○児童生徒が活動を記録し蓄積する教材等（キャリア・パスポート）の活用

思考力・判断力・
表現力等

知識・技能

学びに向かう力・人間性等



まち・ひと・しごと創生総合戦略 2018改訂版（平成30年12月21日閣議決定）
Ⅲ．３．（２）（ウ）③地元学生定着促進プラン
地元就職に資するキャリア教育の推進や大学進学等を機に地元を離れる高校生を対象とした地元企業へのインターシップ推進

まち・ひと・しごと創生基本方針 2019（令和元年6月21日閣議決定）
Ⅴ．１．（１）◎産業人材の流動化
地方創生インターンシップ等を通じた若年層の地域での生活・就業体験を促進し、人材関連の民間企業等とも連携しつつ、地域企業へ

のUIJ ターン就職の機会拡大や地元定着の推進を図る。
Society 5.0に向けた人材育成～ 社会が変わる、学びが変わる ～（平成30年6月5日 大臣懇談会・省内タスクフォース決定）

第３章（３）②地域の良さを学びコミュニティを支える人材の育成
高等学校と地元市町村・企業等の連携により、地域課題の解決等の探求的な学びを実現する仕組みの構築や、進路決定後に地元を離れ

る生徒も対象としたインターンシップを促進

〔取組事例〕
 小・中・高等学校を通じ、地元への理解や愛着を深めるキャリア教

育の推進
 職場体験やインターンシップの受入れ先の開拓及び学校と企業等と

のマッチング
 教職員及び学校に配置された外部人材への支援・相談・情報提供

「キャリアプランニングスーパーバイザー（CPSV）」を教育委員会等に配置し、地元への愛着を
深めるキャリア教育の推進等を通じ、地元に就職し地域を担う人材を育成する。 ・補助事業者：都道府県・市区町村

・補助率：１／３ ＜配置人数：15人＞

キャリア教育の推進等を通じ、
地元に就職し地域を担う人材の育成を図る

（地域におけるキャリア教育推進のための協議会）

出身市町村へ
のＵターン希望

出身市町村
への愛着

高校時代までに（転出前に）地元企業を知ったことが、転出後も出身地への愛
着として残り、Ｕターン希望につながっていることがうかがえる。
※「地方における雇用創出-人材還流の可能性を探る-（独立行政法人労働政策研究・研修機構）」をもとに作成

 生徒へのキャリアカウンセリ
ングや企業の情報提供などの
就労支援

 高校や地域若者サポートス
テーション等と連携し、中退
者や高校卒業後早期離職した
者等への就労支援

地域を担う人材育成のためのキャリアプランニング推進事業
【学校を核とした地域力強化プランの一部】

令和2年度予算額 8百万円

(前年度予算額 8百万円)



「キャリア・パスポート」について

○新学習指導要領 総則（小学校、中学校、高等学校、特別支援学校（小・中・高等部））
児童生徒が，「学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら，社会的・職業的自立に向けて

必要な基盤となる資質・能力を身に付けていくことができるよう，特別活動を要としつつ各教科等の
特質に応じて，キャリア教育の充実を図ること」
○新学習指導要領 特別活動（小・中学校、高等学校、特別支援学校（小・中・高等部））
「学校，家庭及び地域における学習や生活の見通しを立て，学んだことを振り返りながら，新たな

学習や生活への意欲につなげたり，将来の生き方を考えたりする活動を行う」際に，児童生徒が「活
動を記録し蓄積する教材等を活用すること」

背景（新学習指導要領抜粋）

「キャリア・パスポート」の例示資料等を作成配布 （平成３１年３月）

「キャリア・パスポート」

児童生徒が自らの学習活動等の学びのプロ
セスを記述し振り返ることができるポート
フォリオ的な教材

 記述するワークシートは児童生徒の発達段
階を踏まえた構成とし、小学校から高等学校
までの「学びの記録」とする

 ワークシートの散逸を避け、有効に振り返
りができるように小学校から高等学校までの
記録を一冊に綴じ込むこととする

 国及び教育委員会が示すワークシートを参
考としつつ、地域の実情や各学校の特色等に
応じたワークシートを作成する

 進級進学時には、次の学年・上級学校に持
ち上がり、継続的かつ系統的に蓄積する

例：中学３年生（学期初め・学期末）



キャリア教育推進連携表彰
キャリア教育優良教育委員会、

学校及びＰＴＡ団体等
文部科学大臣表彰

キャリア教育アワード
（経済産業大臣賞）

表彰

主旨

○キャリア教育を行うにあたり、教育

界と、地域・産業界との連携のあり

方について優れた取組を表彰

○「キャリア教育」の充実発展に尽力

し、顕著な功績が認められた教育委員

会、学校、ＰＴＡ団体等を表彰

○産業界による教育支援の取組を奨励・

普及するため、優れた教育プログラム

を実施する企業・団体等を表彰

表彰
対象

○学校を中心に、学校関係者（学校や

教育委員会等）と、行政（首長部局

等）や地域・社会（ＮＰＯ法人やＰ

ＴＡ団体等）、産業界の関係者（経

済団体や企業等）が連携・協働して

行う取組の実施主体の団体

○ 「キャリア教育」の充実発展に尽力

し，顕著な功績が認められた教育委員

会、学校、ＰＴＡ団体等

○小学校から大学・大学院段階までの子

ども・若者向けにキャリア教育に取り

組む企業・経済団体等 及び 専門的

な知識、経験に基づいたキャリア教育

プログラムやマッチングサービス等を

提供するコーディネート機関

表彰者 ○審査委員会の委員長 ○文部科学大臣 ○経済産業大臣

審査
方法

○文科省・経産省が共同で設置する審

査委員会にて審査

○各都道府県・指定都市教育委員会か

らの推薦に基づき選定

○経済産業省が設置する審査委員会にて

審査

審査
基準
・
推薦
基準

○学校を中心としたキャリア教育推進

のための学校関係者と地域・社会や

産業界の関係者との連携・協働の在

り方が、キャリア教育の普及・啓発

に寄与するものであること。

○キャリア教育の充実に顕著な功績が

認められる教育委員会・学校、ＰＴＡ

団体等であること。

○企業の部

・継続性

・普及性

・汎用性

・企画性

・キャリア教育とし

ての教育効果

○コーディネー

ターの部

・有効性

・支援実績

・産学の関係構築

への貢献

開始
年度

○平成23年度～ ○平成18年度～ ○平成22年度～

国のキャリア教育に関する表彰制度（概要）



文部科学省では、平成26年4月より、子供の豊かな学びを支えるために、
多様な企業・団体・大学等に「土曜学習応援団」に御賛同（御参画）いただき、
平日の授業や放課後、土曜日、日曜日、夏休み、冬休み等の教育活動に、
出前授業等により参画していただくことで、特色・魅力のある教育活動を推進。(令和２年５月段階で803団体が賛同)

土曜学習応援団に賛同した
企業・団体・大学等

★実社会での経験に基づく多様な教育プログラム★

学校・地域の団体等

キャリア教育、プログラミング、
理科実験、ものづくり、環境教育、
社会課題解決 等

教育プログラムを
探すには・・・

出前授業では例えばこのようなことができます！

＊高校生、中学生、小学生、幼稚園児等を対象
＊平日の授業や放課後、土曜日、夏休み等に実施

土曜学習応援団WEB
＊「地域と学校でつくる学びの未来HP」の中の
「企業等による教育プログラム」で紹介・検索が可能
https://manabi-mirai.mext.go.jp/index.html

学びの未来

出前授業・施設見学等

研究用の本物の機械･器具を
使用して薬の成分の抽出

プログラミング開発授業

＜ＩＴ＞

スマホとモジュロールを
活用して建築の寸法を決定

＜建設＞＜化学＞

4

外部人材を活用した教育活動
～子供の学びを支える企業・団体・大学等～



国立教育政策研究所 National Institute for

Educational Policy Research

小学校手引き
平成22年1月

【お問合せ先】 文部科学省初等中等教育局児童生徒課キャリア教育推進係
電話：03-6734-4728 Mail：career@mext.go.jp

文部科学省及び国立教育政策研究所では、キャリア教育の実践の一層の促進のため、キャリア教育の趣旨の周知と指導内容の充実を図る手引きやパ
ンフレットを作成しています。手引き・パンフレットは文部科学省HP上にも掲載していますので、ご活用ください。

キャリア教育実践のための手引き・パンフレット

＜小学校＞ ＜中学校＞ ＜高等学校＞

小学校パンフレット
平成21年3月

中学校手引き
平成23年3月

中学校パンフレット
平成21年11月

高等学校手引き
平成24年2月

高等学校パンフレット
平成22年2月

パンフレット「期待される
教育委員会の役割」
平成23年2月

パンフレット「学校の特
色を生かして実践する
キャリア教育」
平成23年11月

パンフレット「今ある教育
活動を生かしたキャリア教
育」平成24年8月

パンフレット「学習意欲
の向上を促すキャリア
教育」平成26年3月

パンフレット「キャリア教
育を一歩進める評価」平
成27年3月

パンフレット「個々のキャ
リア発達を踏まえた“教
師”の働きかけ」平成28
年3月



国立教育政策研究所 National Institute for

Educational Policy Research

【お問合せ先】 文部科学省初等中等教育局児童生徒課キャリア教育推進係
電話：03-6734-4728 Mail：career@mext.go.jp

国立教育政策研究所では、キャリア・パスポートの普及・促進のため、キャリア・パスポートの趣旨や、自治体における実践事例等を
掲載したパンフレットを作成しています。パンフレットは国立教育政策研究所HP上にも掲載していますので、ご活用ください。

キャリア・パスポート普及・促進のためのパンフレット

パンフレット１
キャリア・パスポー

トって何だろう？

平成30年5月

パンフレット２
キャリア・パスポート

で小・中・高をつなぐ
～北海道「小中高一貫ふ
るさとキャリア教育推進
事業」より～

平成30年5月

パンフレット３
キャリア・パスポート

で 日々の授業をつなぐ
～秋田わか杉「キャリア
ノート」『あきたでド
リーム（AKITA de 
DREAM）』と大館ふるさ
とキャリア教育より～

平成30年5月

パンフレット４
キャリア・パスポート

で「児童生徒理解」につ
なぐ
～世田谷区立尾山台小学
校「キャリアン・パス
ポート」より～

平成30年11月

パンフレット５
キャリア・パスポート

を「自己理解」につなぐ
～大分県中学校教育研究
会進路指導・キャリア教
育部会「自分を知ろう
カード」より～

平成31年3月



国立教育政策研究所 National Institute for

Educational Policy Research

（掲載日：平成30年5月2日）内容

「キャリア教育」 研修用動画コンテンツ を配信！

【お問合せ先】 文部科学省初等中等教育局児童生徒課キャリア教育推進係
電話：03-6734-4728 Mail：career@mext.go.jp

講師 藤田 晃之

国立大学法人筑波大学 教授

前文部科学省初等中等教育局児童生徒課生徒指導調査官
同教育課程課教科調査官

前国立教育政策研究所 生徒指導研究センター 総括研究官

掲載URL http://www.nits.go.jp/materials/intramural/041.html

研修用動画コンテンツ再生イメージ

キャリア教育のより深い理解とキャ
リア教育のよりよい実践のために最新
の情報を盛り込みました。

学校，教育委員会での研修等でぜひ
御活用ください。

動画内で使用されているプレゼン資料は
HPからダウンロードして利用可能！

1．【今日求められる実践の大前提】

「草創期のキャリア教育」の残像から脱却
しよう

2．平成29年版学習指導要領に基づくキャ
リア教育実践の在り方

3．では、具体的に、どう進めるのか？
－必要不可欠な３つのステップ－

キャリア教育の実践
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